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(57)【要約】
　ＧＩまたは燃焼速度減少特徴を有する、サトウキビに由来する抽出物であって、一つ以
上のポリフェノール、一つ以上の炭水化物、一つ以上の無機物、および一つ以上の有機酸
の混合物を含んでいる抽出物。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＧＩまたは燃焼速度減少特徴を有する、サトウキビに由来する抽出物であって、一つ以
上のポリフェノール、一つ以上の炭水化物、一つ以上の無機物、および一つ以上の有機酸
の混合物を含む抽出物。
【請求項２】
　前記抽出物が、粉末形態にあり、かつ１．５～２．５重量％の一つ以上のポリフェノー
ルと、５０～８０重量％の一つ以上の炭水化物と、１～３重量％の一つ以上の無機物と、
１～３重量％の一つ以上の有機酸とを含む、請求項１に記載の抽出物。
【請求項３】
　前記抽出物が、シロップ形態にあり、かつ３．５～６ｇＣＥ／Ｌの一つ以上のポリフェ
ノールと、８０～２２０ｇ／Ｌの一つ以上の炭水化物と、３～５．５ｇ／Ｌの一つ以上の
無機物と、３～６ｇｔ－アコニット酸／Ｌの一つ以上の有機酸とを含む、請求項１に記載
の抽出物。
【請求項４】
　前記抽出物が、その工程の１つとして、分子量およびサイズによる分別を含む方法を用
いて生成される、請求項１に記載の抽出物。
【請求項５】
　前記分子量による分別が、膜濾過を用いて達成される、請求項４に記載の抽出物。
【請求項６】
　前記分子量による分別が、ゲル濾過を用いて達成される、請求項４に記載の抽出物。
【請求項７】
　前記抽出物が、粗サトウキビジュース、清澄化シロップ、濃縮シロップ、糖蜜、一次ミ
ル廃糖蜜および精製所廃糖蜜、ゴールデンシロップ、ブラウンシュガー、バガス、ビオダ
ンダ、畑屑、サトウキビストリッピング、髄、成長している尖端、パルプ、ミルマッド、
およびこれらの混合物の供給原料ストリームからなる群から選択されたサトウキビ由来生
成物に由来する、請求項１に記載の抽出物。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の抽出物を含む食料品。
【請求項９】
　前記抽出物の量は、前記食料品のグリセミック・インデックスを低下させるのに十分な
ものである、請求項８に記載の食料品。
【請求項１０】
　前記食料品が、ビート糖、繊維、穀物、およびこれらの混合物から選択された物質を含
む、請求項８に記載の食料品。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の抽出物を含む、薬品、栄養補給食品、または美容
用薬品としての使用のための調製物。
【請求項１２】
　ＧＩまたは燃焼速度減少特徴を有する、サトウキビに由来する抽出物であって、１．５
～２．５重量％の一つ以上のポリフェノールと、５０～８０重量％の一つ以上の炭水化物
と、１～３重量％の一つ以上の無機物と、１～３重量％の一つ以上の有機酸とを含む粉末
である抽出物。
【請求項１３】
　ＧＩまたは燃焼速度減少特徴を有する、サトウキビに由来する抽出物であって、３．５
～６ｇＣＥ／Ｌの一つ以上のポリフェノールと、８０～２２０ｇ／Ｌの一つ以上の炭水化
物と、３～５．５ｇ／Ｌの一つ以上の無機物と、３～６ｇｔ－アコニット酸／Ｌの一つ以
上の有機酸とを含むシロップである抽出物。
【請求項１４】
　サトウキビに由来する抽出物の生成方法であって、
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　（ａ）結果として生じる溶液またはマトリックスの粘度が、４０～６０℃の範囲内の温
度において約１００センチポアズまたはそれ以下になるまで、サトウキビ由来生成物を加
熱および希釈する工程と、
　（ｂ）（ｉ）工程（ａ）からの前記生成物を遠心分離する工程、
あるいは、
　（ｂ）（ｉｉ）工程（ａ）からの前記生成物のｐＨを塩基で調節する工程と、
　（ｃ）工程（ｂ）の前記生成物を７０～８０℃の範囲内の温度に加熱し、次いで不溶性
カルシウムおよびマグネシウム塩の沈殿物が形成するまで、ある時間これをその温度範囲
内に維持する工程と、
　（ｄ）前記沈殿物および大きい微粒子物質を、工程（ｃ）で生成された前記混合物から
除去する工程と、
　（ｅ）工程（ｄ）からの前記生成物を分子量およびサイズによる分別で処理し、所望の
抽出物を単離する工程と
　を含む方法。
【請求項１５】
　前記サトウキビ由来生成物は、粗サトウキビジュース、清澄化シロップ、濃縮シロップ
、糖蜜、一次ミル廃糖蜜および精製所廃糖蜜、ゴールデンシロップ、ブラウンシュガー、
バガス、ビオダンダ、畑屑、サトウキビストリッピング、髄、成長している尖端、パルプ
、ミルマッド、およびこれらの混合物の供給原料ストリームからなる群から選択される、
請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　工程（ａ）において用いられる前記温度は、約５０℃である、請求項１４に記載の方法
。
【請求項１７】
　工程（ａ）において達成される前記粘度は、５０～１００センチポアズまたは３０～５
０ブリックスの範囲内にある、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　ｐＨが、工程（ｂ）（ｉ）において、前記ｐＨが７．２～９．５の範囲内のｐＨへ調節
される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　工程（ｅ）における前記分別は、精密濾過、限外濾過、ナノ濾過、およびこれらの混合
から選択される一つ以上の分別フィルタまたは膜を用いて実施される、請求項１４に記載
の方法。
【請求項２０】
　工程（ｅ）は、工程（ｄ）からの前記生成物を、１００ｋＤａ～１ｋＤａの範囲内のサ
イズ排除を有する渦巻き型限外濾過膜の組み合わせを通過させることによって達成される
、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記限外濾過膜は、５０ｋＤａ～１ｋＤａの範囲内のサイズ排除を有する、請求項２０
に記載の方法。
【請求項２２】
　工程（ｅ）における前記分別は、ゲル透過を用いて実施される、請求項１４に記載の方
法。
【請求項２３】
　工程（ｅ）から収集された前記生成物を、イオン交換クロマトグラフィ、疎水性クロマ
トグラフィ、限外濾過、ナノ濾過、ゲル透過、逆浸透、およびこれらの混合からなる群か
ら選択された処理で精製して、所望の抽出物を単離する工程（ｆ）をさらに含む、請求項
１４に記載の方法。
【請求項２４】
　工程（ｆ）は、工程（ｅ）から収集された前記溶液を、０．５ｋＤａナノ濾過膜で処理
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して、所望の抽出物を単離することを含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　植物化学物質抽出物の精製方法であって、
　（ａ）結果として生じる溶液またはマトリックスの粘度が、４０～６０℃の範囲内の温
度において約１００センチポアズまたはそれ以下になるまで、植物化学物質含有抽出物を
加熱および希釈する工程と、
　（ｂ）（ｉ）工程（ａ）の前記生成物を遠心分離する工程、
あるいは、
　（ｂ）（ｉｉ）工程（ａ）の前記生成物のｐＨを塩基で調節する工程と、
　（ｃ）工程（ｂ）の生成物を７０～８０℃の範囲内の温度に加熱し、ついで不溶性カル
シウムおよびマグネシウム塩の沈殿物が形成するまで、ある時間これをその温度範囲内に
維持する工程と、
　（ｄ）前記沈殿物および大きい微粒子物質を、工程（ｃ）の前記生成物から除去する工
程、
　（ｅ）工程（ｄ）の生成物を分子量およびサイズによる分別で処理し、所望の抽出物を
単離する工程と
　を含む方法。
【請求項２６】
　前記植物化学物質抽出物は、カカオ豆、茶殻、鞘殻、コーヒー豆、コーヒー廃棄物、グ
レープポミス、穀物、豆科植物、ナッツ、脂肪種子、果物、野菜、飲料、および薬草生成
物からなる群から選択された源に由来する、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　請求項２５および２６のいずれか一項に記載の方法を用いて生成された抽出物を含んで
いる食料品。
【請求項２８】
　低ＧＩを有する、請求項２７に記載の食料品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サトウキビに由来する抽出物であって、一つ以上のポリフェノール、一つ以
上の炭水化物、一つ以上の無機物、および一つ以上の有機酸の混合物を含んでいる抽出物
に関する。これに加えて、本発明は、サトウキビ由来抽出物、ならびに他の植物化学物質
抽出物の精製方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書において、公知の文献、活動、または項目が参照されるか、または考察される
場合、この参照または考察は、公知の文献、活動、または項目、またはこれらのいずれか
の組み合わせが、優先権主張日において、公に入手しうるか、一般の人々に公知であるか
、または共通の一般的な知識の一部であること、または本明細書が関係するいずれかの問
題を解決しようとする試みに関連することが公知であったことを認めている訳ではない。
【０００３】
［サトウキビ精製］
　サトウキビは、機械で収穫された後、ミルへ輸送され、歯付きローラ間で押し潰される
。押し潰されたサトウキビはついで、圧搾されて、粗糖ジュースが抽出され、一方、バガ
ス（残留繊維質物質）は、燃料に用いられる。この粗ジュースはついで、その沸点まで加
熱され、あらゆる不純物が抽出され、ついで石灰および漂白剤が添加され、ミルマッドが
除去される。この粗ジュースは、真空下でさらに加熱され、濃縮され、ブリックス値を増
す。濃縮シロップが播種されて、バルク糖結晶、および廃糖蜜として公知の濃いシロップ
を生成する。これら２つは遠心分離機で分離され、廃糖蜜廃棄物ストリームが、低グレー
ド動物供給原料としての使用のために収集される。このプロセスのフローチャートを下に
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示す。
【０００４】
【表１】

 
【０００５】
　糖精製プロセスはこのようにして、粗ジュース、バガス、ミルマッド、清澄化ジュース
などを含む多数の生成物を発生させる。
【０００６】
　上記プロセスからのバルク糖結晶は、さらに精製されて、多くの商業的に入手可能な糖
生成物を生成する。例えばさらなる精製は、バルク糖結晶と熱い濃縮シロップとを混合し
て、結晶上で外側コーティングを軟化させる工程を含んでいてもよい。これらの結晶はつ
いで、遠心分離機により回収され、その後温水中に溶解される。これは、アフィネーショ
ン（ａｆｆｉｎａｔｉｏｎ）と呼ばれることがある工程である。この糖液はついで、炭酸
化もしくは光浮上分離（ｐｈｏｓｆｌｏａｔａｔｉｏｎ）、濾過、脱色によってさらに精
製され、ついで細かい糖結晶が播種される。これらの結晶は、ひとたび必要とされるサイ
ズまで成長したら、遠心分離機によってシロップから分離され、ついで乾燥され、等級付
けされ、包装される。糖液からの糖結晶の回収のいくつかの反復があってもよい。糖結晶
のすべてが回収された後に残される黒い糖シロップもまた、廃糖蜜と呼ばれる。
【０００７】
　商業的に製造される糖のほぼすべては白色であり、顆粒状にされている。白色グレード
の糖は、９９．５％スクロースであり、平均０．６ｍｍの結晶から構成されている。上白
糖は、０．３ｍｍの平均結晶サイズを有する。粉砂糖は、白糖を特殊なミルで押し潰し、
細かい粉末を生成することによって生成される。
【０００８】
　同様に、次のものを含む一連の非白糖生成物もある。
　（ａ）コーヒーシュガーは、白糖結晶を抽出した後に残されるシロップを用いて生成さ
れる大きい粒子の褐色の美味な結晶である、
　（ｂ）粗糖は、サトウキビ植物からのいくつかの残留色および風味を含有する、スクロ
ースシロップから生成された麦わら色の顆粒状化された糖である　－　これは、衛生的な
製品を確保するために特別に選択され、処理される、
　（ｃ）金色デメララ糖は、食品に豊かなカラメル味を付与する、選択されたシロップか
ら生成されたプレミアム粗糖である、および
　（ｄ）ブラウンシュガーは、精製プロセスの分離段階において生成された、抽出された
濃色のスクロースシロップのさらなる結晶化によって生成された、美味で細かい粒子の湿
潤結晶である。
【０００９】
　白糖が除去された後に残るシロップは、ゴールデンシロップおよび糖蜜を作るために用
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いられる。これらのシロップは、同様な方法で作られるが、その違いは、ゴールデンシロ
ップは脱色されるが、一方、糖蜜は脱色されないということである。
【００１０】
［サトウキビの糖の組成］
　サトウキビの糖の生成物の組成および廃棄物ストリームは複雑であり、非常に変動的で
ある。すなわちこの化学組成は主として、サトウキビの地理的源および加工処理方法によ
って決定される。例えば図１は、次の２０の商業的供給源からの粗糖およびブラウンシュ
ガーについての基本的な組成要素を示している：
【００１１】
　・１～４：商業用粗糖ブランド１
　・５～８：商業用ブラウンシュガーブランド１
　・９：コーヒーシュガー結晶ブランド１
　・１０および１１：ダークブラウンシュガーブランド１
　・１２～１５：商業用粗糖ブランド２
　・１７：商業用粗糖ブランド３
　・１８：主要ミル粗糖サンプル１
　・１９：主要ミル粗糖サンプル２
　・２０：主要ミル粗糖サンプル３
【００１２】
［糖生成物の精製］
　糖精製プロセスの廃糖蜜および他の生成物、特に濃いシロップおよびジュースは、物質
の複合混合物である。典型的にはこれらは、さらなる精製が難しく、これらは多くの場合
、標準的な分離材料を汚染する物質が組成物中に存在する。廃糖蜜および他の濃いシロッ
プおよびジュースは典型的には、ポリフェノール、多糖類、ペプチドおよびタンパク質、
無機物、有機酸、および単糖類および二糖類を含んでいる。
【００１３】
　廃糖蜜、ゴールデンシロップ、および糖蜜は、健康食品として２０世紀初頭から用いら
れており、広い範囲の障害に対する良好な療法または治療薬であるという主張があった。
しかしながら濃い味は、多くの人々にとってこれらを受け入れ難いものにし、糖蜜および
廃糖蜜の高粘度は、これらを処理して他の食品へ組み込むことを難しくする。ダークシュ
ガー、例えばブラウンシュガーおよびライトブラウンシュガーは、廃糖蜜を精製白糖上へ
再び噴霧することによって生成することができる。還元糖の含量、着色料、および水分に
よって、これらの最終生成物は保存した時に塊になり、吸湿性であり、このことは、商業
的および産業的用途を制限し、多くの食品を変色させる。吸湿性の減少、改良された流量
、およびより明るい色彩で、健康を促進するための多量の廃糖蜜を有する糖、および糖微
粉砕廃棄物ストリーム生成物が望ましいであろう。
【００１４】
　サトウキビの糖の精製の他の生成物、例えばバガスおよびミルマッドは、潜在的に有用
な物質を含むことが知られているが、これらのこれまでの扱いにくさは、これらが通常、
廃棄物として捨てられることを意味していた。これらの価値のある廃棄物ストリーム抽出
物を、糖を包含するがこれらに限定されない最終生成物中に組み込むための方法を有する
ことが望ましいであろう。
【００１５】
　本発明者らの以前の国際特許出願ＷＯ２００５／１１７６０８号は、製糖の製造過程生
成物および廃棄物ストリーム生成物から有用な抽出物を抽出する１つの方法を教示してい
る。この出願に開示されている方法は、ポリフェノール含量が高く、かつ例えば国際特許
出願ＰＣＴ／ＡＵ２００６／０００７６９に開示されているもののような方法への使用に
有用である抽出物を生成する。しかしながら、この抽出物は、原料の内容物の複雑さを常
に反映しているわけではない。
【００１６】
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［略語のリスト］
　ＢＤＬ　　　　　　　　　　検出限界未満
　ＣＥ　　　　　　　　　　　カテキン当量
　ＤＷ　　　　　　　　　　　乾燥重量
　ＧＡＥ　　　　　　　　　　没食子酸当量
　ＧＩ　　　　　　　　　　　グリセミック・インデックス
　ＩＣまたはＩＣＵＭＳＡ　　糖分析の国際統一方法委員会（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｓｕｇａ
ｒ　Ａｎａｌｙｓｉｓ）
　ＭＦ　　　　　　　　　　　精密濾過
　Ｎ／Ｄ　　　　　　　　　　検出されず
　Ｎ／Ｔ　　　　　　　　　　テストされない
　ＸＡＤ　　　　　　　　　　イオン交換分離。本明細書は、樹脂のＸＡＤブランドの使
用について言及しているが、本発明は、この樹脂ブランドに限定される訳ではなく、イオ
ン交換分離において使用することができるいずれの樹脂ブランドも用いることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は、サトウキビに由来する抽出物、およびこれらの生成方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の第一態様によれば、ＧＩまたは燃焼速度減少特徴を有する、サトウキビに由来
する抽出物であって、一つ以上のポリフェノール、一つ以上の炭水化物、一つ以上の無機
物、および一つ以上の有機酸の混合物を含んでいる抽出物が提供される。
【００１９】
　このサトウキビ抽出物中のポリフェノールの実際の濃度は、その製造に用いられる正確
な方法、および原料として用いられるサトウキビのバッチによるであろう。例えば、分子
量による分別後、ＸＡＤを用いて生成された抽出物は、１５～３０重量％のポリフェノー
ルを含有するであろう。これに対して、限外濾過および精密濾過を用いて（まったくＸＡ
Ｄを用いず）生成された抽出物は、１～３重量％のポリフェノールを含有するであろう。
【００２０】
　一つの好ましい実施形態において、サトウキビの糖の抽出物中のポリフェノールは、ｐ
－クマル酸、フェルラ酸、シリング酸、コーヒー酸、クロロゲン酸、（－）エピカテキン
、アピゲニン、（＋）カテキン、ケルセチン、ジオスミン、ルチン、およびこれらの混合
物からなる群から選択される。
【００２１】
　このサトウキビ抽出物は、そのＧＩ低下特徴を依然として維持しつつその味を向上させ
るいくつかの炭水化物を含んでいる。典型的にはこの抽出物は、炭水化物、例えば単糖類
、二糖類、オリゴ糖類、および可溶性および不溶性の両方の多糖類を含んでいる。この抽
出物はまた、キシラン由来単糖類、二糖類、三糖類、およびオリゴ糖類、例えばキシロビ
オース、キシロトリオース、およびキシロースを含有してもよい。この抽出物は、ＧＩ増
加特徴を有する炭水化物、例えばスクロースおよびグルコースを含んでいてもよい。しか
しながらこの抽出物中のＧＩ増加炭水化物の量は、全体としてこの抽出物のＧＩ減少特徴
を有意に減らすのに十分なものではない。さらにはこの抽出物は、いくつかの炭水化物を
含んでいてもよく、例えば国際特許出願ＰＣＴ／ＡＵ２００６／０００７６９に開示され
ているような身体組成再分配などの用途へのその有用性を維持しうる。
【００２２】
　このサトウキビ抽出物は、無機複合体を包含する無機物を含んでいる。典型的にはこれ
らの無機物は、マグネシウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、およびこれらの混
合物から選択される。存在しうる他の無機物は、アニオン、例えばリン酸塩、硫酸塩、お



(8) JP 2010-503417 A 2010.2.4

10

20

30

40

よび塩化物を包含する。
【００２３】
　このサトウキビ抽出物は、有機酸を含んでいる。典型的にはこれらの有機酸は、ｃ－ア
コニット酸、クエン酸、リン酸、グルコン酸、リンゴ酸、ｔ－アコニット酸、コハク酸、
乳酸、およびこれらの混合物からなる群から選択される。
【００２４】
　一つの好ましい実施形態において、ＧＩまたは燃焼速度減少特徴を有する、サトウキビ
に由来する抽出物であって、１．５～２．５重量％の一つ以上のポリフェノール、５０～
８０重量％の一つ以上の炭水化物、１～３重量％の一つ以上の無機物、および１～３重量
％の一つ以上の有機酸を含む粉末である抽出物が提供される。
【００２５】
　別の好ましい実施形態において、ＧＩまたは燃焼速度減少特徴を有する、サトウキビに
由来する抽出物であって、３．５～６ｇＣＥ／Ｌの一つ以上のポリフェノール、８０～２
２０ｇ／Ｌの一つ以上の炭水化物、３～５．５ｇ／Ｌの一つ以上の無機物、および３～６
ｇｔ－アコニット酸／Ｌの一つ以上の有機酸を含むシロップである抽出物が提供される。
【００２６】
　典型的には本発明の抽出物はさらに、追加成分、例えばポリコサノール、フィトステロ
ール、脂質、リン脂質、タンパク質、酸化防止剤、フィトステロール、例えば１－オクタ
コサノール、カンペステロール、スチグマステロール、β－シトステロール、オリゴ糖、
例えばラフィノース、１－ケストース、テアンデロース、６－ケストース、パノース、ネ
オ－ケストースおよびニストース、脂肪族アルコール、ビタミン類、ガムおよび中性およ
び極性脂質、フラボノイド（８下位群：フラボノール（例えばケルセチン、ケンフェロー
ル、ミリセチン、およびイソラムネチン）；フラボン（例えばルテオリン、トリシン、お
よびアピゲニン）；フラバノン（例えばヘスペレチン、ナリンゲニン、およびエリオジク
チオール）；フラバン－３－オール（例えばカテキン、ガロカテキン、エピカテキン、エ
ピガロカテキン、エピカテキン３－ガレート、エピガロカテキン３－ガレート、およびテ
アフラビン）；アントシアニジン（例えばシアニジン、デルフィニジン、マルビジン、ペ
ラルゴニジン、ペオニジン、およびペツニジン）；アントシアノシド；クルクミノイド；
およびプロアントシアニン）、およびこれらの誘導体を含んでおり、これは、天然および
合成共役体、例えばグリコシド、グルコシド、ガラクトシド、ガラクツロニド、エーテル
、エステル、アラビノシド、硫酸塩、リン酸塩；アルドペントース（キシロース、アラビ
ノース）アルドヘキソース（マンノース）、ケトペントース、ケトヘキソース（フルクト
ース）、ケストース、可溶性ガム、脂肪族アルコール（および錯体）、ワックス（および
錯体）、多糖類および繊維（可溶性および不溶性）、オリゴ糖類、非窒素化合物、無機複
合体（有機鉄および他の無機物）、植物化学物質錯体（グルコシド、グリコシド、グリコ
シレート、エステル、グルコピラノシドなどを包含するが、これらに限定されるわけでは
ない）、クロロフィル、フィトステロール（および錯体）、フィトスタノール（および錯
体）、加水分解セルロース、およびリン脂質を包含するが、これらに限定されるわけでは
ない。「ポリコサノール」という用語は、本発明の範囲内において、脂肪族アルコールお
よびこれらの誘導体、自然界でサトウキビ中に見られる錯体または類似体の族のことを言
う。その例は、長鎖脂肪アルコール、例えばオクタコサノール、トリアコンタノール、ド
トリアコンタノール、テトラコサノール、ヘキサコサノール、テトラトリアコンタノール
、ヘキサトリアコンタノール、およびドコサノールを包含する。
【００２７】
　一つの好ましい実施形態において、この抽出物は、廃糖蜜に由来するシロップであり、
この抽出物は、次の組成を有する：
【００２８】
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【表２】

 
【００２９】
　上記表は、製造設備を出る時の好ましい抽出物に関している。この抽出物は、商品にこ
れを含める前に変性されてもよい。例えばこれらのレベルは、抽出物が濃縮されて、より
高いブリックスを有するシロップまたは粉末を形成するにつれて変化するであろう。この
ような濃縮抽出物のすべては、この発明の範囲内に含まれる。
【００３０】
　この抽出物は、サトウキビ微粉砕プロセス、糖を製造するためのサトウキビ精製プロセ
ス、およびサトウキビ生成物を用いた他のプロセス、例えばラム酒製造の一部としての廃
糖蜜からのエタノールの製造を包含する、サトウキビに由来するいずれの生成物に由来し
てもよい。この抽出物は、原料、製造過程の生成物、副生成物、最終生成物、および廃棄
物ストリームに由来してもよい。例えばサトウキビ由来生成物は、粗サトウキビジュース
、清澄化ジュース、および濃縮ジュースシロップ、糖蜜、廃糖蜜（一次ミルまたは精製所
から得られた）、ゴールデンシロップ、ブラウンシュガー、バガス、ビオダンダ、畑屑（
ｆｉｅｌｄ　ｔｒａｓｈ)、成長している尖端（ｇｒｏｗｉｎｇ　ｔｉｐｓ）、パルプ、
サトウキビストリッピング、髄、およびミルマッドの供給原料ストリームであってもよい
。好ましくはこの抽出物は、廃糖蜜に由来する。
【００３１】
　別の実施形態において、この抽出物は、異なるサトウキビ生成物からの抽出物の組み合
わせであってもよい。例えば所望の植物化学物質プロファイルは、廃糖蜜の抽出物とビオ
ダンダの抽出物とを組み合わせることによって得られてもよい。このような組み合わされ
た抽出物のすべては、この発明の範囲内にある。
【００３２】
　本発明の抽出物の物理的特徴は、これらの全体的な化学組成によるであろう。適用され
る加工処理方法に応じて、これらの抽出物は、シロップを発生させる蒸発によって濃縮さ
れてもよく、あるいは、この抽出物は完全に乾燥されて、粉末を生成することも可能であ
ろう。異なる物理的性質を有する抽出物を調製するこの能力は、これらの抽出物の商業的
有用性を増す。これらの物理的特徴および化学組成に応じて、これらの抽出物は、様々な
用途に適するであろう。
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【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】２０の商業用粗糖およびブラウンシュガーの組成を示している。
【図２】実施例４からのグループ１の廃糖蜜の膜濾過後に得られた抽出物の分析を示して
いる。
【図３】実施例４からのグループ１の廃糖蜜の膜濾過後に得られた抽出物の分析を示して
いる。
【図４】実施例４からのグループ２の廃糖蜜の膜濾過後に得られた抽出物の分析を示して
いる。
【図５】実施例４からのグループ２の廃糖蜜の膜濾過後に得られた抽出物の分析を示して
いる。
【図６】実施例６からの実験３についてのＡ４２０および酸化防止剤活性を示す、Ｂｉｏ
－Ｇｅｌ　Ｐ－２上の廃糖蜜のゲル濾過を示している。
【図７】実施例６からの実験３についてのＡ４２０および総フェノール類を示す、Ｂｉｏ
－Ｇｅｌ　Ｐ－２上の廃糖蜜のゲル濾過を示している。
【図８】実施例６からの実験３についてのＡ４２０およびスクロースを示す、Ｂｉｏ－Ｇ
ｅｌ　Ｐ－２上の廃糖蜜のゲル濾過を示している。
【図９】実施例６からの実験３についてのＡ４２０およびグルコース＋フルクトースを示
す、Ｂｉｏ－Ｇｅｌ　Ｐ－２上の廃糖蜜のゲル濾過を示している。
【図１０】Ｂｉｏ－Ｇｅｌ　Ｐ－２上で得られた廃糖蜜の分別の写真を示している（実施
例６からのプール１～５）。
【図１１】実施例６からのホルメート／アセトニトリル緩衝液ｐＨ５．０およびトリスＨ
Ｃｌ緩衝液ｐＨ７．５を用いた、Ａ４２０プロファイルを示す、Ｂｉｏ－Ｇｅｌ　Ｐ－２
上の廃糖蜜のゲル分別を示している。
【図１２ａ】実施例７からの２８０ｎｍにおけるＸＡＤ－結合サンプルのエチルアセテー
ト抽出（酸性フラクション）（黒いトレース）、およびＳＰＥ抽出（６０％ＭＥＯＨ）（
赤いトレース）からの抽出物のＵＶトレースの比較を示している。
【図１２ｂ】実施例７からの３２０ｎｍにおけるＸＡＤ－結合サンプルのエチルアセテー
ト抽出（酸性フラクション）（黒いトレース）、およびＳＰＥ抽出（６０％ＭＥＯＨ）（
赤いトレース）からの抽出物のＵＶトレースの比較を示している。
【図１２ｃ】実施例７からの３７０ｎｍにおけるＸＡＤ－結合サンプルのエチルアセテー
ト抽出（酸性フラクション）（黒いトレース）、およびＳＰＥ抽出（６０％ＭＥＯＨ）（
赤いトレース）からの抽出物のＵＶトレースの比較を示している。
【図１３】ＵＶ検出とともにＲＰ－ＨＰＬＣによって決定された、検証された３つのサン
プル中の選択された化合物の濃度を示している。結果は、ｐ－クマル酸外部較正曲線に対
して表示することによって得られた。個々の応答要因は、実施例７から計算されなかった
。
【図１４】実施例７からの選択された化合物について、ＬＣ－ＭＳ実験によって生じた情
報の概要である。
【図１５】実施例７からのＸＡＤ－酸抽出物中に検出されたトリシンおよびトリシン含有
化合物を示す、ＳＲＭおよび生成物特異的ＭＳ／ＭＳイオンクロマトグラムを示している
。
【図１６】実施例７からのＸＡＤ－酸抽出物中のいくつかのジオスメチン－含有化合物を
示す、生成物－特異的ＭＳ／ＭＳイオンクロマトグラム（親ｍ／ｚ２９９）を示している
。
【図１７】実施例９からの糖加工処理ストリームバッチ１の組成を示している。
【図１８】実施例９からの糖加工処理ストリームバッチ２の組成を示している。
【図１９】実施例９からの様々なバッチ中の緩衝タンクストリームの組成を示している。
【図２０】実施例９からの様々なバッチ中のミルマッドストリームの組成を示している。
【図２１】実施例９からの様々なバッチ中のミルマッド濾過物の組成を示している。
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【図２２】実施例９からの様々なバッチ中のミルマッド抽出物の組成を示している。
【図２３】実施例９からの様々なバッチ中の廃糖蜜ストリームの組成を示している。
【図２４】実施例９からの様々なバッチ中の粗糖の組成を示している。
【図２５】実施例９からの膜限外濾過による廃糖蜜のフラクションの組成を示している。
【図２６】実施例１３からの様々なバッチ中のミルマッド抽出物の組成を示している。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
［本発明の抽出物の調製方法］
　好ましい実施形態において、この抽出物は、その工程の１つとして、分子量およびサイ
ズによる分別を含む方法を用いて生成される。
【００３５】
　分子量による分別は、サトウキビそれ自体の中に存在する植物化学物質の天然混合物を
その最終抽出物中に維持する。先行方法は、炭水化物、無機物、および有機酸の大部分を
除去する分離プロセスを用いており、その結果生じた抽出物は、サトウキビ中に存在する
自然のバランスを示していなかった。
【００３６】
　本発明の抽出物は、サトウキビ生成物に由来し、好ましくはサトウキビの糖の精製プロ
セスからの廃糖蜜である。この抽出物は、種々の方法、または方法の組み合わせによるサ
トウキビ生成物から得られてもよい。例えば、
　・非水性または水性溶剤を用いた溶剤および向流抽出、
　・サイズ排除加工処理方法、例えばゲル透過クロマトグラフィまたは限外濾過による、
特定の分子量範囲内に入る成分の分離、および
　・クロマトグラフィ技術、または技術の組み合わせ、例えばイオン交換クロマトグラフ
ィ、疎水性クロマトグラフィ、およびｐＨの段階的増加によるか、または溶剤例えばエタ
ノールでの分別溶出を用いたイオン交換クロマトグラフィを用いた、低分子量成分および
高分子量成分の分離。
【００３７】
　これらの抽出物は、標準的技術、例えば精密濾過、逆浸透、ゲル透過、真空蒸発、およ
び冷凍乾燥、噴霧乾燥、およびトンネル乾燥によってさらに加工処理されてもよい。
【００３８】
［濾過方法］
　本発明の好ましい実施形態において、この抽出物は、次の工程を含む方法によって調製
される：
（ａ）サトウキビの糖由来生成物の溶液を加熱する工程、
（ｂ）この溶液のｐＨを＞７に調節する工程、
（ｃ）この溶液またはマトリックスから塩を沈殿させる工程、
（ｄ）この沈殿物をこの溶液またはマトリックスから分離する工程、および
（ｅ）限外濾過または同様なプロセスによってこの溶液またはマトリックスを分別して、
所望の抽出物を単離する工程。
【００３９】
［ゲル透過方法］
　本発明の好ましい実施形態において、この抽出物は、次の工程を含むゲル透過方法によ
って調製される： 
（ａ）サトウキビの糖由来生成物の溶液を加熱する工程、
（ｂ）この溶液のｐＨを＞７に調節する工程、
（ｃ）この溶液またはマトリックスから塩を沈殿させる工程、
（ｄ）この沈殿物をこの溶液またはマトリックスから分離する工程、および
（ｅ）この溶液またはマトリックスを、クロマトグラフィカラムを下方へ通過させて、溶
出されたフラクションを収集する工程。
【００４０】
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　工程（ａ）～（ｄ）に好ましい条件は、濾過方法に関して記載されているものと本質的
に同じである。典型的には工程（ｅ）は、１５～２５℃、好ましくは２０～２５℃の温度
で実施されるであろう。
【００４１】
［この抽出物の使用］
　本発明の抽出物は、経済的に有用な新しい製品であり、非常に多様な用途に用いること
ができる。本明細書に記載されている抽出物は、酸化防止剤に応答すると考えられている
多くの状態を治療および／または防止するために、治療能力において利用されてもよい。
この状態は、心疾患、アテローム性動脈硬化症、高血圧、血栓症、ＩＩ型糖尿病、肥満、
痴呆症、癌、ＨＩＶエイズ、老化にともなう変性状態、酸化的損傷によって引き起こされ
た病気、および国際特許出願第ＰＣＴ／ＡＵ２００６／０００７６９号に記載されている
ような変化する身体組成を包含するが、これらに限定されるわけではない。これらの天然
抽出物は、より良好に吸収されるであろうし、これらの成分の従来源と比較して改良され
た有効性を示しうると期待される。ＣＶＤまたは酸化関連障害のいずれかについて「ハイ
リスク」と考えられている集団において、これらの抽出物が添加される組成物および食品
は、一次、二次、および三次治療計画において用いることができるであろうと考えられる
。
【００４２】
　これらの抽出物の用量は、他の要因の中でも特に、送達方法（すなわち、どのようにし
て、どの食品、飲料、栄養補給食品、美容食品、または薬品中に、これらの誘導体が究極
的に組み込まれるか）、患者のサイズおよび状態、達成されることになる結果、ならびに
食品添加剤および医薬品の当業者に公知の他の要因によって様々であろう。同様に、これ
らの誘導体のはるかに大きい毎日の用量の供給は、過剰量が単に正常な排出通路を通過す
るだけであろうから、動物宿主に有害でないと認められるであろう。
【００４３】
　用量は、例えばＧＩの所望の減少に依存してもよい。例えば、糖中のＧＩを減少させる
ために、総ポリフェノール含量は、２５～３０ｍｇ／１００ｇ糖の範囲にある必要がある
。本発明による抽出物は、国際特許出願第ＷＯ２００５／１１７６０８号明細書に記載さ
れている低ＧＩ製品を調製するために用いることができ、これは、この抽出物が、他のＧ
Ｉ低下化合物、例えばガラクトース、アラビノース、ケストース、オリゴフルクトース、
またはセルロースとともに用いられる製品を包含する。
【００４４】
　本発明の抽出物は、例えば混合、注入、注射、ブレンド、分散、乳化、コンチング、押
出し、浸漬、噴霧、コーティング、および混練などの技術によって、食品、栄養補給食品
、美容食品、または飲料中に、直接、およびさらなる変性をともなわずに組み込まれても
よい。この抽出物は、一般に用いられている食品成分、例えば繊維（チコリ、サトウキビ
バガス、および他の食品グレード繊維）、および一連の穀物源から調製された小麦粉を含
浸するために用いることができる。あるいはこれらの抽出物は、摂取前に消費者によって
食品上または飲料中に直接加えられてもよい。これらは単純かつ経済的な送達方法である
。
【００４５】
　本発明の抽出物はまた、国際特許出願第ＰＣＴ／ＡＵ２００６／０００７６１号に記載
された送達系を用いて、食料品中に組み込まれてもよい。
【００４６】
製薬および美容食品投薬形態：
　本発明の範囲内において、本発明の抽出物は、様々な従来の製薬および美容食品調製物
、および投薬形態、例えば経口、口腔内、または舌下使用のためのタブレット（プレーン
およびコーティングされている）、カプセル（追加コーティングをともなうかまたはとも
なわない、ハードおよびソフト、ゼラチン）、粉末、顆粒（発泡性顆粒を包含する）、ペ
レット、微粒子、溶液（例えばミセル、シロップ、エリキシル、および滴）、飴錠剤、芳
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香製剤、アンプル、エマルジョン、マイクロエマルジョン、軟膏、クリーム、座薬、ゲル
、および経皮パッチ、能動および受動輸送を包含する他の経皮送達方法、デポー調製物、
経腸溶液、非経口調製物、静脈内溶液、放出調節投薬形態中に、従来の賦形剤および／ま
たは希釈剤、および安定剤とともに組み込まれてもよいと考えられる。
【００４７】
　これらの抽出物はまた、送達を改良するために、担体、例えばセルロース、メチルセル
ロース、デキストロース、シクロデキストロース、シクロデキストリン、マルチトール、
繊維、および繊維含有生物活性物質上に含浸、混合、乳化、噴霧、またはコーティングさ
れてもよい。送達はまた、バイオアベイラビリティ、吸収、および有効性を改良するため
に、製薬業界において公知の一連の界面活性剤、脂質、錯体、溶剤、および助溶剤製薬送
達系で強化されてもよい。
【００４８】
食品／飲料／栄養補給食品：
　本明細書において用いられているように、「食品」または「食料品」という用語は、あ
らゆる食用に適する製品、例えば非限定的に菓子、サプリメント、スナック（甘くて風味
がよい）、カカオ含有食品、風味料、飲料、動物の健康および栄養摂取において用いられ
るサプリメントを包含する栄養補助食品および配合物を包含する。結果として生じる食料
品において望まれる追加の成分は、このプロセスのどの時点で添加されてもよい。本発明
の一つの実施形態において、これらの抽出物は、通常のグルコースの代替物として用いる
ことができるシロップ、およびより低いグリセミック・インデックス（ＧＩ）の選択肢と
して、小麦、トウモロコシ、アガーベ、ステビアなどからの高フルクトースコーンシロッ
プの形態にある。
【００４９】
　本発明の抽出物は、非限定的に次のものを包含する食品、飲料、および栄養補給食品中
に組み込まれてもよい：
　・乳製品　－　例えばチーズ、バター、ミルク、および他の乳飲料、スプレッド、およ
び乳製品ミックス、アイスクリーム、およびヨーグルト、
　・脂肪ベースの製品　－　例えばマーガリン、スプレッド、マヨネーズ、ショートニン
グ、料理用および揚げ物用油およびドレッシング、
　・穀物ベースの製品　－　粒を含んでいる（例えばパンおよびパスタ）。これらの商品
が、調理されていても、天火で焼かれていても、あるいは加工されていてもよい、
　・菓子　－　例えばチョコレート、キャンディ、チューイングガム、デザート、非乳製
品トッピング、シャーベット、糖衣、および他の詰め物、
　・スポーツ栄養製品　－　粉末、プレミックス、ジュース、エネルギーバー、アイソト
ニック飲料、およびゼラチン、デンプンベースまたはペクチンのゼリー、
　・飲料　－　ホットでもコールドでも（コーヒー、茶、ココア、穀物、チコリ、および
他の植物抽出物ベースの飲料）、コーラを包含するアルコールまたはノンアルコール飲料
、および他の清涼飲料、果汁飲料、栄養補助食品、インスタントプレミックス、および食
事代替飲料、
　・その他の製品　－　卵および卵製品を包含する、加工食品、例えばスープ、予め調製
されたパスタ。
【００５０】
　同様に、食品用成分、例えば可溶性繊維（例えばオリゴフルクト糖）、不溶性繊維（例
えばサトウキビ繊維、オートブラン）、小麦粉、デンプン、加工デンプン、ゼラチン、ま
たは他の食品、本発明による抽出物で含浸されるか、またはこれを含有する製薬または化
粧品成分は、強化された濃度のポリフェノール、ポリコサノール、フィトステロール、お
よびサトウキビに由来する他の植物化学物質を有する独特の食品成分を生成しうる。送達
はまた、分散、吸収、および有効性を改良するために、当業界において公知の一連の界面
活性剤、脂質、乳化剤、錯体、溶剤、および助溶剤食品、および化粧品送達系で強化され
てもよい。



(14) JP 2010-503417 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

【００５１】
　本発明による抽出物は、苦味を増すことなく、コーヒー製品の活性植物化学物質含量を
増加させるのに特に有用である。コーヒー豆をローストすると、コーヒーの無数の所望の
風味の発生を引起こす。ローストはまた、酸化防止剤クロロゲン酸ラクトンおよびフェニ
ルインダンの濃度増加に関連した、コーヒーの苦味も引起こす。コーヒー豆がローストさ
れればされるほど、クロロゲン酸ラクトンおよびフェニルインダンが生成される。本発明
の抽出物は、コーヒー製品における活性植物化学物質（例えばポリフェノール）の濃度を
増加させるために用いることができ、これらのコーヒー製品を、例えば国際特許出願第Ｐ
ＣＴ／ＡＵ２００６／０００７６号において開示されたものなどの用途のために有用なも
のにする。
【００５２】
　本発明は、本発明による抽出物を活性成分として単独で、または他の活性成分と組み合
わせて含んでいる食料品を包含する。
【００５３】
［低ＧＩ製品］
　特に好ましい用途において、本発明の抽出物は、ＧＩの減少を目的とする配合物戦略に
おいて利用されてもよい。本発明の抽出物は、低ＧＩ製品、例えば国際特許出願第ＷＯ２
００５／１１７６０８号において開示されているが、この明細書において例示された抽出
物よりも高い酸化防止剤含量および良い味を有する製品を調製するために用いることがで
きる。液体抽出物の形態にある本発明による抽出物は、（サトウキビに由来するものであ
っても、砂糖大根に由来するものであっても）標準的な糖上に噴霧されて、低ＧＩ糖を生
成しうる。液体抽出物の形態にある本発明による抽出物はまた、他の担体、例えば小麦、
デンプン、または繊維上に噴霧されてもよく、このようにして、これらの食品成分中の生
物活性物質のレベルを増すことができる。この用途のために用いられる抽出物は好ましく
は、抽出物が標準的糖結晶へ付着するのを補助するのに十分な、および糖の味を損なうこ
とを最小限にするのに十分なスクロース含量を有する。
【００５４】
　低ＧＩ製品については、低グルコース濃度を有することが好ましい。糖加工処理ストリ
ーム中に発生した廃糖蜜または他の生成物のグルコース含量は、酵素、例えばグルコース
を分解するグルコースオキシダーゼ（ＧＯ）を用いて減少させることができる。グルコー
スオキシダーゼとカタラーゼとの組み合わせは典型的には、確実にあらゆる過酸化水素が
除去され、かつ発生した酸素がグルコース濃度を減少させるためにＧＯによって利用され
るようにするために使用されることは、当業者に公知であろう。本発明の方法はまた、加
工処理ストリーム中に発生した廃糖蜜および他の生成物中のグルコースを減少させるため
に、他のどの方法を組み込んでもよく、これはついで、糖製品のＧＩを減少させるために
製造プロセス中に再び組み込まれるか、または食品、栄養補助食品、または薬品として単
独で用いられる。これは、限外濾過およびイオン交換プロセスの前、その間、またはその
後、他の化学的および／または熱反応を通した発酵、またはグルコース消化の促進を包含
しうるが、これらに限定されるわけではない。洗糖蜜（ａｆｆｉｎａｔｉｏｎ　ｓｙｒｕ
ｐ）および他の糖精製プロセス、または低量の還元糖を含有する廃棄物ストリームは、低
ＧＩ製品を生成するための供給原料として特に有用な源である。発酵および蒸留の副生物
もまた、有用な供給原料である。
【００５５】
　本発明の方法はまた、国際特許出願第ＷＯ２００５／１１７６０８号または国際特許出
願第ＰＣＴ／ＡＵ２００６／０００７６号に開示されている方法および生成物における使
用のための生成物を調製するためにも用いることができる。
【００５６】
［精製プロセス］
　本発明の第二の態様によれば、次の工程：
　（ａ）結果として生じる溶液またはマトリックスの粘度が、４０～６０℃の範囲内の温



(15) JP 2010-503417 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

度において約１００センチポアズまたはそれ以下になるまで、サトウキビ由来生成物を加
熱および希釈する工程と、
　（ｂ）（ｉ）工程（ａ）からの生成物を遠心分離する工程、
あるいは、
　（ｂ）（ｉｉ）工程（ａ）の生成物のｐＨを塩基で調節する工程と、
　（ｃ）工程（ｂ）の生成物を７０～８０℃の範囲内の温度に加熱し、ついで不溶性カル
シウムおよびマグネシウム塩の沈殿物が形成するまで、ある時間これをその温度範囲内に
維持する工程と、
　（ｄ）この沈殿物および大きい微粒子物質を、工程（ｃ）の生成物から除去する工程、
　（ｅ）工程（ｄ）の生成物を分子量およびサイズによる分別で処理し、所望の抽出物を
単離する工程と
　を含む、サトウキビの抽出物の生成方法が提供される。
【００５７】
　好ましくは、工程（ａ）において用いられる温度は約５０℃である。好ましくは、達成
される粘度は、５０～１００センチポアズの範囲内にある。典型的には、工程（ａ）にお
ける希釈のために水が用いられる。サトウキビ由来生成物が廃糖蜜である時、１：０．８
～１．２の廃糖蜜対水の比は典型的には、所望比を提供するために用いられる。好ましい
粘度はまた、ブリックスを測定することによっても調節することができる。この場合、好
ましくはこの範囲は、３０～５０ブリックスであり、より好ましくは３５～４５ブリック
スである。
【００５８】
　好ましくは、ｐＨが工程（ｂ）（ｉ）のように調節される時、最終ｐＨは、７．２～９
．５の範囲内にある。ｐＨ調節は、いずれかの適切な塩基、例えば水酸化ナトリウム、炭
酸ナトリウム（Ｎａ２ＣＯ３）、炭酸カリウム（Ｋ２ＣＯ３）、気体の二酸化炭素（ＣＯ

２）でのバブリング、または上記のすべての組み合わせを用いて行なうことができる。好
ましくは、ｐＨ調節は、水酸化ナトリウム溶液を用いて行なわれる。
【００５９】
　好ましくは希釈液が遠心分離される時、これは、連続脱スラッジ（ｃｏｎｔｉｎｕｏｕ
ｓ　ｄｅｓｌｕｄｇｉｎｇ）遠心分離機を用いて実施され、上澄液は、約４バールの圧力
、約３０～１００Ｌ／時の流量を用い、３０～６０℃、好ましくは３５～５０℃の温度で
、セラミックまたはステンレス鋼膜（典型的には０．１０ミクロン～１．５ミクロン、好
ましくは０．１ミクロン～０．５ミクロン）を通して直接加工処理される。
【００６０】
　好ましくは、工程（ｃ）の温度は約７５℃である。好ましくは、時間は、１０～３０分
の範囲内にあり、より好ましくは約２０分である。
【００６１】
　工程（ｄ）において用いられる設備に必要な場合、工程（ｃ）からの混合物は、工程（
ｄ）の前に冷却される。
【００６２】
　工程（ｄ）は、沈殿物を除去するための当業者に公知のいずれかの方法を用いて達成す
ることができる。典型的にはこれは、脱スラッジ遠心分離機、または珪藻土または細かい
モスリンまたは同様な材料を包含する他の濾過方法を用いて実施される。例えばこの混合
物は、４バールの圧力、３０～１００Ｌ／時の流量を用い、３０～６０℃、好ましくは３
５～５０℃の温度で、セラミックまたはステンレス鋼膜（０．１０ミクロン～１．５ミク
ロン、好ましくは０．１～０．５ミクロン）を通過させてもよい。未透過物（ｒｅｔｅｎ
ｔａｔｅ）（典型的には工程（ｄ）からの沈殿物および大きい微粒子物質）が捨てられ（
典型的には７．２～７．５の範囲内のｐＨを有する水での洗浄後）、透過物が収集される
。いくつかの用途において、この未透過物は洗浄されず、完全に捨てられる。あるいは、
沈殿物および大きい微粒子物質を除去するために、高速連続遠心分離を用いることができ
るであろう。
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【００６３】
　一つの好ましい実施形態において、工程（ｅ）は、所望の抽出物を単離するために、限
外濾過、ナノ濾過、およびこれらの混合からなる群から選択された一つ以上の分別フィル
タまたは膜を用いて実施される。分別フィルタまたは膜は、食品加工業者に公知である。
例えば工程（ｄ）からの生成物は、これを、１００ｋＤａ～１ｋＤａの範囲内のサイズ排
除を有する渦巻き型限外濾過（ＵＦ）膜の組み合わせに通すことによって処理することが
できる。好ましくは３０ｋＤａ～５０ｋＤａおよび／または１ｋＤａである。ついでさら
なる分別が、０．５ｋＤａナノ濾過膜を用いて達成することができる。当業者なら、用い
られる膜の選択は、所望の最終生成物、流量、ｐＨ、圧力、温度、および様々な条件全体
の効率性に依存することが分かるであろう。典型的には工程（ｅ）は、ダイアフィルトレ
ーションを含み、未透過物および透過物が収集されるであろう。典型的には工程（ｅ）は
、３０～６０℃、より典型的には３５～５０℃の範囲内の温度で行なわれるであろう。
【００６４】
　本発明の別の実施形態において、工程（ｅ）は、ゲル透過を用いて実施される。
　本発明の一つの実施形態において、工程（ｅ）の後にさらなる精製工程が続き、これは
、イオン交換、さらなる限外濾過もしくはナノ濾過をともなう疎水性クロマトグラフィ、
ゲル透過、または逆浸透を包含しうる。
【００６５】
　このプロセスのための出発原料として用いられるサトウキビ由来生成物は、サトウキビ
に由来するいずれの生成物であってもよく、これは、サトウキビ微粉砕プロセス、製糖の
ためのサトウキビ精製プロセス、およびサトウキビ生成物を用いた他のプロセス、例えば
ラム酒製造の一部としての廃糖蜜からのエタノールの製造からの生成物を包含する。サト
ウキビ由来生成物は、原料、製造過程生成物、副生成物、最終生成物、および廃棄物スト
リームであってもよい。例えばサトウキビ由来生成物は、粗サトウキビジュース、清澄化
シロップおよび濃縮シロップ、糖蜜、廃糖蜜（一次ミルおよび精製所）、ゴールデンシロ
ップ、ブラウンシュガー、バガス、ビオダンダ、畑屑、サトウキビストリッピング、髄、
成長している尖端、パルプ、およびミルマッドの供給原料ストリームを包含する。好まし
くはこのサトウキビ由来生成物は、廃糖蜜である。
【００６６】
　洗糖蜜、廃糖蜜、または他のプロセス、および精製廃棄物生成物の出発原料としての使
用は、大きいポリフェノール、多糖類、ペプチド、およびタンパク質を含有する３０ｋＤ
ａ膜の使用後、未透過物を供給し、透過物は、より小さいポリフェノール、無機物、有機
酸、および単糖類、二糖類、および多糖類を含有するであろう。本発明の方法は、もとの
廃糖蜜から含有された酸化防止剤の約９０％までを含有する廃糖蜜抽出物の生成を可能に
する。透過物はついで、イオン交換、または疎水性樹脂、またはさらなる限外濾過を用い
てさらに処理され、ポリフェノール、無機物、有機酸、および炭水化物の所望プロファイ
ルを含有する抽出物を生成しうる。本発明の方法を用いることによって、樹脂を汚染する
であろう物質が実質的に減少されてしまうので、樹脂へのあらゆる有害な作用を最小限に
することができる。
【００６７】
　分別フィルタまたは膜は、工程（ｅ）において収集された材料を、当初供給原料に応じ
て天然サトウキビジュース中の比と同様な比において無機物（例えばマグネシウムおよび
カリウム）の混合物と組み合わせて、スクロース、グルコース、およびフルクトースの既
に特定された異なる比として一連のポリフェノールを含有する一連の機能性糖シロップに
分離することができる。
【００６８】
　本発明の方法を用いて収集されたシロップは、飲料、アイスクリーム、および冷たい糖
菓、および菓子製品における機能性甘味料として用いることができる。これは、フォンダ
ン、チョコレート製品用のフォンダンクリーム中心、トリュフ、カラメル、ファッジ、ゼ
ラチン、デンプン、およびペクチンベースのガム、およびゼリー、および高沸騰スウィー
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ツ、およびタフィーを包含する。これらのシロップはまた、小麦またはトウモロコシベー
スのグルコースシロップ、または高マルトースグルコースシロップが用いられるあらゆる
食品用途においても用いることができる。分画プロセスは、単糖類対スクロースの比が、
このような用途においてスクロース結晶化を阻害するのに十分になるように操作すること
ができる。これらのシロップは、甘味料および結晶化阻害剤の両方として機能するが、同
様に追加の天然無機物および酸化防止特性をこれらの製品にもたらすことができる。
【００６９】
　本発明の一つの実施形態において、これらの分画が本発明の方法から回収されたら、こ
れらは、優先的に一価アニオンを除去するナノ濾過、逆浸透、および／または従来の高真
空蒸発プロセスの組み合わせによってさらに濃縮させることができる。これらのシロップ
の最終固体含量は、０．２～０．３の範囲内の水分活性で、６５～８０％ｗ／ｖの範囲内
であってもよい。このさらなる濃縮は、適切な条件下に例えば５～２５℃で貯蔵された時
、６ヶ月までの貯蔵寿命を有するシロップを結果として生じうる。
【００７０】
　本発明の方法はまた、国際特許出願ＷＯ２００５／１１７６０８号パンフレットまたは
国際特許出願ＰＣＴ／ＡＵ２００６／０００７６に開示された方法および製品への使用の
ための生成物を調製するために用いられてもよい。国際特許出願ＷＯ２００５／１１７６
０８号パンフレットは、３００ｋＤａ膜での限外濾過および溶剤抽出を用いて低ＧＩ生成
物を調製する方法を開示している。しかしながらこの工程は、サトウキビ生成物中に存在
する酸化防止剤の約５０％を抽出するだけである。本発明の第二の態様による方法は、サ
トウキビ生成物中に存在する酸化防止剤のより高い割合を回収する。
【００７１】
　本発明による方法は、他の源から得られた植物化学物質抽出物を精製するために用いる
ことができる。
【００７２】
　この発明の第三態様によれば、次の工程：
　（ａ）結果として生じる溶液またはマトリックスの粘度が、４０～６０℃の範囲内の温
度において約１００センチポアズまたはそれ以下になるまで、植物化学物質含有抽出物を
加熱および希釈する工程と、
　（ｂ）（ｉ）工程（ａ）の生成物を遠心分離する工程、
あるいは、
　（ｂ）（ｉｉ）工程（ａ）の生成物のｐＨを塩基で調節する工程と、
　（ｃ）工程（ｂ）の生成物を７０～８０℃の範囲内の温度に加熱し、ついで不溶性カル
シウムおよびマグネシウム塩の沈殿物が形成するまで、ある時間これをその温度範囲内に
維持する工程と、
　（ｄ）この沈殿物および大きい微粒子物質を、工程（ｃ）の生成物から除去する工程と
、
　（ｅ）工程（ｄ）の生成物を分子量およびサイズによる分別で処理し、所望の抽出物を
単離する工程と
　を含む、植物化学物質抽出物の精製方法が提供される。
【００７３】
　この植物化学物質抽出物は、植物化学物質、例えばポリフェノールを抽出することがで
きることが知られている多様な植物源から調達されてもよい。典型的な源は、カカオ豆、
茶殻、鞘殻（ｐｏｄ　ｈｕｓｋ）、コーヒー豆、コーヒー廃棄物、グレープポミス、穀物
（例えば大麦、そばの実、トウモロコシ、キビ、オート麦、米、ライ麦、モロコシ、小麦
）、マメ科植物（例えば豆およびパルス）、ナッツ（例えばアーモンド、ビンロウの実、
カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、ピーナッツ、ピーカンナッツ、クルミ）、脂肪種子（
例えば菜種、キャノーラ、大豆、ルリヂサ、綿の実、オオマツヨイグサ、亜麻の種、ゴマ
、ヒマワリ、オリーブ油、パーム油、糠油）、果物（例えばベリー類、核果、梨果、トロ
ピカルフルーツ）、野菜（例えばニンジン、タマネギ、アメリカボウフウ、ジャガイモ、
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ビートの根、サツマイモ、アスパラガス、セロリ、エンダイブ、レタス、ホウレンソウ、
アボカド、トマト、ペッパー）、飲料（例えば茶、コーヒー、ココア、ビール、ワイン、
リンゴ酒）、および薬草製品（例えばエキナセア、薬用ニンジン、ギンナン、セントジョ
ーンズワート、バレリアン、カワカワ、ノコギリパルメット、ブラックコホッシュ、デビ
ルズクロー、ヒドラスチス、サンザシ、ショウガ、甘草、オオアザミ）を包含するが、こ
れらに限定されるわけではない。
【００７４】
　これらの生物活性に富んだ抽出物は、一連の食料品、例えばフルーツジュース、および
ドライフルーツ、および加工果物中の生物活性物質のレベルを強化するために用いること
ができる。これらの抽出物とともに用いることができる送達系の一例は、国際特許出願第
ＰＣＴ／ＡＵ２００６／０００７６１号に開示されている。
【実施例】
【００７５】
　本発明の様々な実施形態／態様がここで、次の非限定的実施例を参照して記載される。
【実施例１】
【００７６】
　この実施例において、廃糖蜜が、本発明の第二態様による方法を用いて処理された。
【００７７】
［方法］
・工程１：廃糖蜜が、水で１：１の比において希釈され、５％ＮａＯＨ溶液でｐＨ７．２
へ調節され、７５℃に加熱された。混合物は、ＣａおよびＭｇ塩の沈殿物が形成されるま
で、７５℃で３０分間放置された。
【００７８】
・工程２：工程（１）からの混合物が、３５～５０℃の温度で、０．１～０．５ミクロン
の細孔サイズを有するセラミックまたはステンレス鋼膜を通され、廃糖蜜からの不溶性Ｃ
ａおよびＭｇ塩の未透過物および大きい微粒子物質が捨てられた。
【００７９】
・工程３：工程２からの透過物が、３５～５０℃の温度で、３０ｋＤａ限外濾過膜を通さ
れ、未透過物がダイアフィルトレーションされ、未透過物（Ｒ１）および透過物（Ｐ１）
の両方が収集された。未透過物（Ｒ１）は、大きいポリフェノール、多糖類、ペプチド、
およびタンパク質などを含有し、透過物（Ｐ１）は、より小さいポリフェノール、無機物
、有機酸、および単糖類および二糖類を含有していた。未透過物（Ｒ１）は、その後のさ
らなる作業のために取り置かれた。
【００８０】
・工程４：透過物Ｐ１は疎水性樹脂を通され、すべての非結合材料が水で洗い流された。
溶出液（Ｅ１）が収集され、糖、有機酸、ポリフェノール、および無機物を含有すること
が見出された。
【００８１】
・工程５：結合材料（疎水性）がエタノール（７０％ｖ／ｖ）で脱着された。回収された
脱着溶出液（Ｅ２）は、ポリフェノール、いくらかの無機物、および微量成分などを含有
することが発見された。エタノールは、蒸留および濃縮によって除去され、残留水性濃縮
物が凍結乾燥されて、ポリフェノール粉末（ＰＰ１）を生じた。
【００８２】
・工程６：さらなる実施形態において、溶出液Ｅ２はついで、０．５ｋＤａ限外濾過膜を
通され、未透過物（Ｒ２）は、ダイアフィルトレーションされた。回収された生成物はポ
リフェノールを含有し、凍結乾燥によって濃縮されて、粉末（ＰＰ２）を発生させた。
【００８３】
・工程７：溶出液Ｅ１は、０．５ｋＤａ限外濾過膜を通され、ダイアフィルトレーション
され、未透過物Ｒ３が収集された。未透過物Ｒ３はついで、蒸発によって濃縮され、ポリ
フェノールリッチな液体ＰＬ１（これは、酸化防止剤含量を高め、国際特許出願第ＷＯ２
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いることができるであろう）を発生させるか、あるいは完全に乾燥されて、ポリフェノー
ルＰＰ２が富化された粉末を生成した。０．５ｋＤａ透過物Ｐ２が収集され、濃縮されて
、ポリフェノール、酸化防止剤、および無機物が富化された糖シロップＳＹ１が回収され
た。
【００８４】
・工程８：別の実施形態において、最初にセラミックまたはステンレス鋼膜を通る材料は
、０．５ｋＤａ膜上で処理され、未透過物を生成し、これはダイアフィルトレーションさ
れて、Ｒ３を生成した。この未透過物は、廃糖蜜からのもとのポリフェノールおよび酸化
防止剤８０～９０％、およびスクロース６０～９０％を含有しているのが発見されたが、
フルクトース、グルコース、および一価カチオンは有意に枯渇していた。この未透過物は
、蒸発によって濃縮され、これはまた、酸化防止剤含量を高め、国際特許出願第ＷＯ２０
０５／１１７６０８号明細書による低ＧＩ糖を製造するため、糖上に噴霧するために用い
られるか、あるいは、完全に乾燥されて、ポリフェノールＰＰ２が富化された粉末を生じ
うるであろう。このプロセスからの透過物は、ＳＹ１について示されているのと非常に類
似した組成を有していた。
【００８５】
［結果］
【００８６】
【表３】

 
【００８７】
　典型的には単糖類、グルコース、およびフルクトースは、３０ｋＤａ回収フラクション
の全糖の２５～３５％を構成し、スクロース、グルコース、およびフルクトースについて
は６８：１６：１６（平均）の比で存在する。この比は、もとの廃糖蜜中に発生するもの
と同様であるが、色彩において有意に減少している（約２７～３０％）。カルシウムおよ
びマグネシウムの濃度もまた、もとの廃糖蜜の濃度まで有意に減少している。もとの廃糖
蜜ポリフェノールのわずか４０～５０％が、このシロップ中に回収されるが、これらは、
もとの廃糖蜜中に見られるものと異なる範囲およびプロファイルにある（より小さい）。
【００８８】
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【表４】

 
【００８９】
　単糖類、グルコース、およびフルクトースは、０．５ｋＤａ未透過物ＰＬ１中の全糖の
２０～３０％を占める。
【００９０】

【表５】

 
【００９１】
　単糖類、グルコース、およびフルクトースは、ＳＹ１中の全糖の８０～８８％を占める
。これらの結果から、高グルコースおよびフルクトース糖シロップが、これらの廃糖蜜か
ら抽出しうることは明らかである。本発明の方法はこのようにして、食料品において用い
ることができ、かつ廃棄物生成物からさらなる価値を得る貴重な糖シロップの生成を可能
にする。



(21) JP 2010-503417 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

【００９２】
　これに代わるプロセスにおいて、工程４および５は省略され、３０ｋＤａ透過物（Ｐ１
）は、上の工程６のとおりに処理された。
【００９３】
［結論］
　この実施例は、様々な濃度の単糖類および二糖類、および一価および二価カチオンと関
連して、ポリフェノールおよび酸化防止剤の両方に富むフラクションを生成するために、
難しい供給原料、例えば廃糖蜜を、膜濾過およびイオン交換クロマオグラフィーによって
分別することができることを明らかに証明している。
【００９４】
　３０ｋＤａおよび０．５ｋＤａ膜を用いた膜濾過の組み合わせによって、サトウキビま
たはビートからの粗廃糖蜜は、スクロース、グルコース、フルクトース、無機物、一価お
よび二価カチオン、およびアニオン、例えばＣｌ、ＳＯ４、ＰＯ４、有機酸（例えばシス
およびトランスアコニット酸、クエン酸、およびリンゴ酸）、およびポリフェノール類（
フェノール酸、フラボノイド、アントシアニン、アントシアニジンなど）の組成が異なる
糖シロップに分別することができる。
【００９５】
　これらのシロップは、個別にまたはブレンドして用いられ、広い範囲の食品系への使用
のための、無機物およびポリフェノール（酸化防止剤活性）に富む一連の機能性甘味料を
生成しうる。廃糖蜜の膜濾過を用いて、大きい微粒子物質を含まず、減少した無機物含有
量を有する生成物が、典型的にはイオン交換および疎水性クロマトグラフィのために用い
られる樹脂上のさらなる分別のための供給原料として用いることができる。このような供
給原料は、これらの樹脂の性能を改良する（汚染性が小さく、使用可能期間が長い）。こ
のようにして、食品系において、および栄養補給食品としての使用のために広い用途を有
する、さらに精製されて差別化された甘味料シロップおよび高ポリフェノール粉末を生成
することができる。
【実施例２】
【００９６】
　どのようにしてこれらのシロップがブレンドされて、異なる機能性甘味料シロップ（単
糖類および二糖類、および一価および二価カチオン）を生成するかの一例として、３０ｋ
Ｄａ濾過からの透過物４部と、実施例１からの０．５ｋＤａ濾過からの透過物１部とが混
合され、もとの３０ｋＤａ透過物（比６８：１６：１６）およびもとの０．５ｋＤａ透過
物１：３：３と比べて、５：２：２のスクロース、グルコース、フルクトース比を有する
甘味料を生成した。このような混合物はまた、様々なレベルのポリフェノール、酸化防止
剤、および無機物も生成するであろうし、４２０ｎｍにおける吸光度によって測定された
場合、これらの色彩強度は様々であろう。
【実施例３】
【００９７】
　実施例１からの０．５ｋＤａ未透過物は、廃糖蜜供給原料中に発見されたもとのポリフ
ェノールおよび酸化防止剤活性の８０～９０％を含有していた。この未透過物が２０～５
０のＣＥ（カテキン当量）／Ｌのポリフェノール含量へ濃縮された後、これは糖結晶の表
面上へ噴霧されて、低ＧＩ糖を生成した。
【実施例４】
【００９８】
　本発明の第二態様によるプロセスが、様々な膜の分別能力を例証するために廃糖蜜へ適
用された。
【００９９】
［方法］
　膜濾過プラント（およその寸法１２００ｍｍ×１２００ｍｍ×１６００ｍｍ高さ）が、
ＧＥＡ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ａｕｓｔｒａｌｉａによって供給さ
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れた。この装置には、ステンレス鋼膜（細孔サイズ０．１μｍ）、および渦巻き型膜（直
径９７０ｍｍ×９８ｍｍ）を収容するためのハウジングを備えていた。この渦巻き型膜（
Ｓｙｎｄｎｅｒ　３８３８）は、０．５、１．０、および３０ｋＤａの細孔サイズを有し
ていた。渦巻き型逆浸透膜（Ｄｏｗ－Ｆｉｌｍｔｅｃｈ　３８３８）もまた用いられた。
【０１００】
　脱イオン水供給：脱イオン水が、ＩＢＣ　Ｗａｔｅｒによって借りられ、ブリスベンか
ら輸送されたイオン交換システムによって供給された。この３床システムは、プレフィル
タ、および直列に連結された３つのイオン交換シリンダ、すなわちカチオン、アニオン、
および混合カチオン／アニオン交換器からなっていた。これらのシリンダは、本線給水設
備へ連結され、脱イオン水は、ＭＦプラントへ直接流れた。
【０１０１】
　廃糖蜜：高温廃糖蜜（７０～８０℃）が、生産タンクから直接得られ、等容積の脱イオ
ン水と混合された。この希釈廃糖蜜（８０Ｌ）は、５Ｍ　ＮａＯＨ（９００ｍＬ）でｐＨ
７．５へ調節され、８０℃で２０分間アルミニウム缶内で加熱された。ＭＦプラントは、
約１５Ｌの追加容積および約２５Ｌのホールドアップ容積を含む水で、８０℃へ予備加熱
された。ｐＨ調節された廃糖蜜はついで、０．１μｍステンレス鋼膜を通すプレ濾過前に
、７５～８０℃でプラントを通って循環された。高温廃糖蜜についての１．３ｇ／ｍＬの
推定密度、およびプラント中の４０Ｌの水を基準にして、プレフィルタへ適用された廃糖
蜜の推定濃度は、約４３％（ｗ／ｖ）であった。
【０１０２】
［グループ１試験］
　０．１μｍプレフィルタ：希釈廃糖蜜（約４３％（ｗ／ｖ））が、１バールの供給圧力
および３バールの再循環圧力を用いて、７０℃で０．１μｍステンレス鋼膜を通してプレ
濾過された。
【０１０３】
　０．５ｋＤａナノ濾過：０．１μｍプレフィルタからの透過物が、０．５ｋＤａの細孔
サイズを有する渦巻き型膜へ適用された。濾過は、２０バールの供給圧力および２１バー
ルの再循環圧力を用いて４０℃で実施された。この実験からの未透過物は、６０Ｌの脱イ
オン水でダイアフィルトレーションされ、粗糖のコーティングにおける使用の可能性のた
めに凍結保存された。
【０１０４】
　逆浸透：ナノ濾過透過物が、２５バールの供給圧力および２５．５バールの再循環圧力
を用いて、４０℃でＲＯ膜を通された。未透過物は、製菓試験における使用のために凍結
保存された。
【０１０５】
［グループ２試験］
　グループ１からの試験が、０．１μｍステンレス鋼膜でのプレ濾過後、３０ｋＤａ膜を
用いた追加膜工程とともに反復された。３０ｋＤａ膜での実験は、４バールの供給圧力お
よび５．５バールの再循環圧力を用いて４５℃で実施された。その後の工程は、グループ
１についてと同じであった。実験室サンプル（１００ｍＬ）が、供給原料、透過物（最終
および複合）、および未透過物から収集された。追加のバルクサンプルは、次のとおりで
あった：
【０１０６】
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【表６】

 
【０１０７】
　Ｐ１およびＲ１というコードのサンプルは、各実験の終わりに取られた透過物および未
透過物サンプルを表していた。コードＰ２は、ダイアフィルトレーション前の複合透過物
を表し、ＰＷは、ダイアフィルトレーション後に収集された複合透過物であり、ＰＷＣは
、Ｐ２とＰＷとの組み合わせであった（図２～５）。
【０１０８】
　図面において：
　・／の前の数字は、膜カットオフ（ｋＤａ）であり、／０は、その膜サイズへの供給原
料である。
　・Ｐ＝透過物、Ｒ＝未透過物、Ｗ＝水洗後、ＰＷＣ＝総透過物およびダイアフィルトレ
ーション透過物の複合材料。
　・０．１ｋＤａステンレス鋼膜について、追加容積（＋）は、予熱用の約１５Ｌの追加
水、およびプラント中の約２５Ｌのホールドアップ容積を含む。
　・非０．１ｋＤａステンレス鋼膜について、追加容積（＋）は、プラント中の約２５Ｌ
のホールドアップ容積である。
【０１０９】
　分析：サンプルが、次の成分について分析された。すなわち、総フェノール類、逆相Ｈ
ＬＰＣプロファイル、酸化防止剤、単糖類および二糖類、シス－およびトランス－アコニ
ット酸、カチオン／アニオン、全固形物、灰分、導電性、ｐＨ、色彩（Ａ４２０）、およ
びブリックス°である。６つのサンプルが、多糖類について分析された。
【０１１０】
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【表７】
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【０１１１】
　濾過パラメータ：流量、温度、および圧力が、各膜について記録された。各検体につい
ての阻止係数（ｒ）は、次のように計算された：
　ｒ＝１－ＣＰ／ＣＲ

（式中、ＣＰ＝透過物中の検体の濃度、ＣＲ＝各実験の終了時の未透過物中の検体の濃度
である）。
【０１１２】
　パーセンテージ透過データは、当初供給原料のＣＰ／濃度として計算される。
【０１１３】
［結果］
［グループ１］
　プラント操作：ステンレス鋼膜についての流量は、たとえ操作温度が７０℃であっても
、非常に遅かった（最大２１Ｌ／ｈ）。グループ１の最後に、圧力ゲージが、約０．５バ
ール低すぎると読取られ、その結果、第一グループにおいて達成することができたであろ
うよりも低い流量を生じたことが発見された。圧力レベルは、グループ２において調節さ
れた。０．５ｋＤａ膜について、流量は、最初の１５分間は妥当に高かった（＞４０Ｌ／
ｈ）が、この実験の残りの間２０～３０Ｌ／ｈへ降下した。高い流量（＞２３０Ｌ／ｈ）
が、逆浸透膜を用いて達成された。
【０１１４】
　組成：グループ１からの膜濾過ストリームについての分析結果が、図２および３に示さ
れている。もとの希釈廃糖蜜（５０％（ｖ／ｖ））は、サンプリングされなかった。以前
のデータ（例えばフェノール類、全固形物）に基づいて、０．１μｍ膜でのプレ濾過前の
再循環廃糖蜜は、約４３％の推定濃度を有する。プレ濾過透過物中の大部分の検体にはほ
とんど変化がなかった。しかしながら色彩（Ａ４２０）は、１３％減少し、酸化防止剤活
性に同様な減少をともなった。酸化防止剤活性のこの減少は、５％におけるグループ２と
比較して高かった。総フェノール類は、透過物において２％低下し、トランス－アコニッ
ト酸は８％、多糖類は５３％低下した。
【０１１５】
　ナノ濾過については、スクロース（７％）および二価イオンの透過は低かったが、単糖
類は、６０～８０％で高かった。植物化学物質の透過は１５～１７％であったが、アコニ
ット酸は２％未満であった。粗糖をコーティングするのに用いることができるであろうダ
イアフィルトレーションされた未透過物（０．５ＲＷ）は、２５°のブリックスを有して
おり、噴霧乾燥に適した固体含量を有するように、少なくとも２回濃縮される必要がある
であろう。この未透過物の色彩は黒く、視覚的に廃糖蜜に匹敵した。０．５ｋＤａ透過物
（０．５／ＰＷＣ）の逆浸透処理は、大部分の検体の濃度を２～３倍増加させた。
【０１１６】
　各膜についてのＰ１およびＲ１に対して計算された阻止係数が、ｔａｂｌｅ４に示され
ている。高い係数（１に近い）は、膜による低い透過または高い阻止を表すが、一方、低
い係数（０に近い）は、膜による高い透過または低い阻止を表す。ｔａｂｌｅ４の結果は
一般に、膜濾過ストリームの組成に関する以前の観察事項を反映している。
【０１１７】
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【表８】

 
【０１１８】
　ＲＰ－ＨＰＬＣプロファイル：グループ１についての膜濾過ストリームのＲＰ－ＨＰＬ
Ｃプロファイルが測定された。０．１μｍを通るプレ濾過は、透過物のポリフェノールプ
ロファイルに対して影響がなかった。しかしながら０．５ｋＤａ膜については、このプロ
ファイルの疎水性末端においてポリフェノールの透過はなかった（＞８分）。逆浸透は、
０．５ｋＤａ透過物のプロファイルにおいて観察された成分の濃度を生じた。
【０１１９】
［グループ２］
　プラント操作：グループ２についての出発廃糖蜜は、加工処理が停止された時に週末中
放置されていたバルク材料からサンプルが取られた。この廃糖蜜の組成は、グループ１の
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ものとはわずかに異なっていたかもしれない。０．１μｍステンレス鋼膜についての（１
．５時間後の）平均流量は、グループ１のものよりも約６５％速かったが、効率的加工処
理については１５Ｌ／ｈで依然として遅すぎた。ｐＨ７．５での加熱によって生成された
不溶性カルシウム／マグネシウム塩の細かい粒子は、何らかの膜汚れに寄与したかもしれ
ない。高い流量（＞１２０Ｌ／ｈ）が、３０ｋＤａ膜、０．５ｋＤａ膜（５分で３６０Ｌ
／ｈ）、およびＲＯ膜（３５０Ｌ／ｈ）について達成された。
【０１２０】
　プレ濾過材料についてのｐＨ７．８５から、再循環３０ｋＤａ供給原料中のｐＨ５．０
４への、３０ｋＤａストリーム中のｐＨの降下があった。酸性洗剤は３０ｋＤａ膜のプレ
リンスに用いられなかったので、脱イオン水供給に関して問題があり、供給原料は当初、
低ｐＨ水とともに再循環されたと想定される。残念なことに、提供されたｐＨメータは、
グループ２においてうまく作動せず、したがって給水のｐＨテストは実施されなかった。
アニオン交換床が枯渇していて、カチオン交換器からの低ｐＨ水を中和することができな
かった可能性がある。この交換器において、樹脂結合Ｈイオンは、硬度カチオン、例えば
カルシウムおよびマグネシウムと取り替えられる。
【０１２１】
　組成：グループ２についての組成データが、図４および５に示されている。グループ１
については、大部分の検体は、多糖類以外０．１μｍ膜を透過した（３４％透過）。３０
ｋＤａ膜を通る透過は、ポリフェノールおよび酸化防止剤については６０％、アコニット
酸については９０％、個々の糖については７２％超であった。
【０１２２】
　０．５ｋＤａ膜は、グループ１において幾分より良好に機能し、ポリフェノール／酸化
防止剤のわずか１０±２％の透過しか伴わなかった。しかしながら単糖類の透過は驚くべ
きことに、グループ１についての５９～８０％と比較して、１１～１２％で低かった。こ
れは、浸透効果、または低ｐＨ供給原料（ｐＨ５．３）の使用によるものであったかもし
れない。スクロースは、膜による１％透過を示し、アコニット酸は、３％未満の透過を示
した。一価カチオン（Ｎａ、Ｋ）もまた、グループ１においてよりも低い透過を示した。
予想されているように、二価イオンは、０．５ｋＤａ膜によって大幅に阻止された。グル
ープ２についての阻止係数の概要が、ｔａｂｌｅ５に示されている。幾分マイナスの係数
の発生は、透過物または未透過物についての異常な結果による。
【０１２３】
（ａ）ＲＰＨＰＬＣプロファイル
　グループ２についての膜濾過ストリームのＲＰ－ＨＰＬＣプロファイルが測定された。
３０ｋＤａ透過物は、このプロファイルの疎水性末端で２つのピークのレベルにおいて顕
著な減少を示した（＞１１分）。グループ１について、０．５ｋＤａ透過物は、このプロ
ファイルの疎水性領域からのピークの喪失を示した（８分後）。この調査に続き、実験室
規模のスケール１００ｋＤａ膜の検証は、この透過物についてのピーク高さの一般的減少
を示したが、３０ｋＤａ膜についてよりも疎水性末端において、より小さい減少を示した
。１００ｋＤａ透過物による酸化防止剤活性の透過（６８％）は、生成された３０ｋＤａ
透過物についてよりもわずかに高かった。
【０１２４】
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【表９】

 
【０１２５】
［結論］
　０．１μｍステンレス鋼膜を用いた４３％（ｗ／ｖ）廃糖蜜ミックスのプレ濾過は、効
果的であるが遅く、１５Ｌ／ｈの安定化された流量を生じた。大部分の成分は、多糖類以
外０．１μｍ膜を容易に透過した。
【０１２６】
　ナノ濾過（０．５ｋＤａ）は、０．１μｍおよび３０ｋＤａ膜からの供給原料を用いた
時、フェノール類、酸化防止剤活性、スクロース、アコニット酸、および二価イオンを適
切に阻止した。しかしながら０．５ｋＤａによる単糖類の透過は、３０ｋＤａ膜後よりも
０．１μｍ膜後に用いられた時、かなり高かった。
【０１２７】
　０．１μｍ膜からの供給原料を用いた限外濾過（３０ｋＤａ）は、大部分の検体に対し
て満足すべき透過レベルを示し、４２０ｎｍ（ｒ＝０．８６）および鉄（ｒ＝０．８４）
における色彩に対して最高の阻止をともなった。０．５ｋＤａ膜の前に３０ｋＤａ膜を含
めると、その後のナノ濾過についてより速い流量、および０．５ｋＤａ未透過物における
色彩の減少という利点を有する。主要な欠点は、３０ｋＤａ未透過物中の植物化学物質の
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損失（４０％）である。
【０１２８】
　０．５ｋＤａ透過物の逆浸透処理は、大部分の検体の濃度を、未透過物において２～３
倍増加させた。
【０１２９】
　この実施例は、一連の膜および技術を、多様な特徴を有する本発明の第一態様による抽
出物を生成するために用いることができることを証明している。
【実施例５】
【０１３０】
　廃糖蜜の膜濾過は、１～２％（ｖ／ｖ）沈降負荷を除去するために、供給原料が温水で
４０～６０％（ｗ／ｖ）に希釈されて、プレ濾過されるか、または遠心分離されることを
必要とする。０．５ｋＤａ膜上でのナノ濾過に進む前に、ナノ濾過膜上に満足すべきフラ
ックス速度を維持するため、およびポリマー成分、例えばメイラードポリマーおよび多糖
類を除去するために、中間限外濾過工程が好ましい。０．１μｍステンレス鋼膜でのプレ
濾過後、３０ｋＤａ渦巻き型膜を用いて実施された試験は、３０ｋＤａ膜による１２０～
１５０Ｌ／ｈの高い流量を示した。
【０１３１】
　現行実施例は、１００ｋＤａ膜が、３０ｋＤａ膜と比較して、成分分別において何らか
の利点を提供したかどうかを検証する。具体的には、実験室規模の１００ｋＤａ膜（Ｖｉ
ｖａＦｌｏｗ　５０）が、５０℃で４０％（ｗ／ｖ）廃糖蜜を用いたその分別能力につい
てテストされた。
【０１３２】
［方法］
　希釈された廃糖蜜（４０％（ｗ／ｖ））が、６０００ｇで１時間１０℃において遠心分
離され、１．６μｍグラスファイバーフィルタ（ワットマン　ＧＦ／Ａ）を通して濾過さ
れた。５０℃に保持された希釈廃糖蜜（４０％ｗ／ｖ）が、新しいカセットを用いた別々
の実験において、１バールおよび２．５バールで、１００ｋＤａポリエーテルスルホン膜
（１０７ｍｍ×８４ｍｍ×２５ｍｍ、Ｖｉｖａｆｌｏｗ　５０、Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ）を
通して濾過された。追加実験（実験２）が、１バールにおける最初の試験に続いて、２バ
ールで再生膜上で実施された。
【０１３３】
　分析：次のテストが、各実験について、供給原料、透過物、および未透過物に対して実
施された：総フェノール類、酸化防止剤活性、アコニット酸、多糖類、色彩（Ａ４２０）
ｐＨ、導電性、およびＨＰＬＣプロファイル。
【０１３４】
［結果］
　ｔａｂｌｅ６は、Ｖｉｖａｆｌｏｗ　５０直交流型膜（１００ｋＤａ　ＭＷＣＯ）を通
した濾過後の色彩および組成における変化を示している。実験１は、１バール圧力で、実
験３は、２．５バールで、実験ごとに新しい膜を用いて実施された。実験１における低い
方の圧力は、管連結の漏れを埋め合わせるためであった。実験２は、実験１の後の再生膜
を用いた。しかしながら、供給業者は、膜の再使用は勧められないと忠告した。
【０１３５】
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【表１０】

 
【０１３６】
　実験１および３について、透過物中の色彩における有意な喪失があった（それぞれ４８
％および６３％）。実験１についてのフェノール類および酸化防止剤の透過は７１％であ
った。わずかにより高い背圧にある実験３について、フェノール類および酸化防止剤の透
過は、それぞれ６８％および６４％であった。実験１および３について、シス－およびト
ランス－アコニット酸の透過は、９２～９５％で高かったが、一方、多糖類は、９～１１
％で低かった。これらのサンプルの逆相ＨＰＬＣプロファイルが、各実験について測定さ
れた。ピーク高さはそれぞれの透過物において減少していたが、これらのサンプルにおい
てどの個々のビークの喪失はなかった。
【０１３７】
　ｔａｂｌｅ７は、約４３％の廃糖蜜供給原料を用いて、膜濾過試験から収集されたデー
タを示している。０．１μｍ濾過後、植物化学物質またはアコニット酸においてほとんど
減少はなかった。３０ｋＤａ渦巻き型膜についての供給原料は、濾過プラントの始動容積
によってかなり希釈された。（３０ｋＤａ供給原料中の減少成分レベルからの）推定希釈
は、１．５７倍であった。これは、２．２ｇ／Ｌの３０ｋＤａ供給原料における推定多糖
類レベルを生じる。透過物中の色彩喪失は、１００ｋＤａ膜についてのものよりも高かっ
た。３０ｋＤａ膜を通る植物化学物質の透過は、植物化学物質について６０％、アコニッ
ト酸について８９％、および多糖類について９５％であった。これらの試験において、３
０ｋＤａ供給原料における５．０への顕著なｐＨ降下は、おそらくアニオン交換カートリ
ッジによる故障によるものであった。
【０１３８】
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【表１１】

 
【０１３９】
［結論］
　この実施例は、１００ｋＤａ膜を用いた総フェノール類および酸化防止剤の透過（６４
～７１％）が、３０ｋＤａ膜の透過（６０％）よりもわずかに高いことを実証した。アコ
ニット酸（８９～９５％）および多糖類（９～１１％）の透過は、両方の膜について同様
であった。すなわち１００ｋＤａ膜は、植物化学物質（フェノール類および酸化防止剤）
のわずかに高い透過を生じたが、アコニット酸および多糖類の同様な透過を生じた。色彩
減少は、３０ｋＤａ膜を用いた場合、より大きかった。
【０１４０】
　したがって１００ｋＤａ膜が、植物化学物質の透過の改良のために推奨されるが、多糖
類および色彩の除去のためには３０ｋＤａ膜に勝る利点は提供しない。
【実施例６】
【０１４１】
　この実施例は、本発明の第一態様による抽出物を生成するためのゲル透過の使用を検証
する。
【０１４２】
［方法］
　Ｂｉｏ－Ｇｅｌ　Ｐ－２カラム上の分取ゲル濾過が、１００～１８００ダルトン（Ｄａ
）の分子量範囲内にある希釈廃糖蜜（５０％ｗ／ｖ）を分別するために用いられた。６つ
のクロマトグラフィ実験からの５つの分子量フラクションがプールされ、凍結乾燥された
。これらのフラクションは、酸化防止剤活性、総フェノール類、ＨＰＬＣプロファイル、
および糖について分析された。
【０１４３】
　廃糖蜜は、ゲル濾過緩衝液（１０％アセトニトリルを含有する２０ｍＭアンモニウムホ
ルメートｐＨ５．０）中に５０％（ｗ／ｖ）まで希釈され、６０００ｇで１時間１０℃で
遠心分離された。上澄み液が、１．６μｍＧＦ／Ａフィルタ（ワットマン）を通して濾過
され、ゲル濾過クロマトグラフィへの使用のために－８０℃で３０ｍＬ分量中に凍結され
た。
【０１４４】
［ゲル濾過］
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　ガラスカラム（２６ｍｍ×１０００ｍｍ）に、６０ｍＬ／ｈの流量で９１０ｍｍの床高
さまでＢｉｏ－Ｇｅｌ　Ｐ－２（ＢｉｏＲａｄ、米国）が充填された。この床は、３０ｍ
Ｌ／ｈで室温において１０％アセトニトリルを含有する２０ｍＭアンモニウムホルメート
緩衝液ｐＨ５．０含有中に平衡させられた。希釈廃糖蜜（２０ｍＬの５０％ｗ／ｖ）が、
カラムへ入れられ、５－ｍＬフラクションが収集された。６つのゲル濾過実験が、全部で
１２０ｍＬの希釈廃糖蜜に対して実施された。最初の３つの実験からのフラクションが、
色彩（Ａ４２０）、総フェノール類、および酸化防止剤活性について分析された。最後の
３つの実験について、酸化防止剤アッセイは省略された。フラクション容積は、１実験あ
たり約２０管の重量を測り、１ｇ／ｍＬの密度を用いて平均フラクション容積を決定する
ことによって重量測定により決定された。
【０１４５】
　ゲル濾過カラムが、３つの標準、すなわちスクロース（３６０ｋＤａ）、ＮＡＤＨ（６
６３ｋＤａ）、およびビタミンＢ１２（１３５５ｋＤａ）を用いて較正された。各標準に
ついての分布係数（ＫＤａ）は、ＫＤａ＝Ｖｅ－Ｖｏ／Ｖｔ－Ｖｏとして計算された。空
隙容積は、ウシ血清アルブミンを用いて決定された。Ｂｉｏ－Ｇｅｌ　Ｐ－２の分別範囲
は、１００～１８００Ｄａ（ＢｉｏＲａｄ）である。
【０１４６】
　凍結乾燥されたバルクフラクション：各ゲル濾過実験のために、個々のフラクションが
、色彩（Ａ４２０）、総フェノール類、および酸化防止剤のプロファイルにしたがって、
５つの主要なフラクションにプールされた。各実験のためにプールされたフラクションは
、ｔａｂｌｅ１５に示されている。
【０１４７】
【表１２】

 
【０１４８】
　６つのゲル濾過実験後、各プール（プール１～５）内の６つのサンプルが組み合わされ
た。１０－ｍＬサンプルが、各最終プールから取られ、残りは凍結乾燥された。
【０１４９】
　色彩（Ａ４２０）：ゲル濾過フラクションが、超純水（Ａｒｉｕｍ　Ｍｏｄｅｌ　６１
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１、Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ）で希釈され、吸光度がＨｅｌｉｏｓλ（Ｕｎｉｃａｍ）分光光
度計で、４２０ｎｍのところで読取られた。
【０１５０】
　総フェノール類：総フェノール類は、フォリン－シオカルト比色分析手順（Ｋｉｍら、
２００３年）によって決定された。７５－ｍｍ試験管中の５０μＬの希釈サンプルへ、６
５０μＬの脱イオン水が添加された。非希釈フォリン－シオカルト試薬（５０μＬ）が、
各管へ添加された。溶液が混合され、５分間室温で放置された。最後に、５００μＬの７
％Ｎａ２ＣＯ３が、反応溶液と混合され、７５０ｎｍにおける吸光度が、９０分後室温で
読取られた。総フェノール類含量は、非希釈サンプル１ｍＬあたりのカテキン当量μｇで
表示された。カテキン標準は、０～２５０μｇ／ｍＬの範囲内で調製された。
【０１５１】
　酸化防止剤活性：当初、等容積の１４ｍＭ　ＡＢＴＳ（２，２’－アジノビス（３－エ
チルベンゾチアゾリン－６－スルホン酸）ジアンモニウム塩）および４．９ｍＭカリウム
ペル硫酸塩を含有する基質が調製され、暗室に室温で一晩保存された。アッセイに先立ち
、この溶液は、超純水で約６０倍希釈され、調節されると、７３４ｎｍにおいて０．９９
～１．０１の吸光度を生じた。ＡＢＴＳ基質（１ｍＬ）が、７５－ｍｍ試験管において２
６℃で５分間水浴中にプレインキュベートされ、５０μＬのサンプルまたは標準が添加さ
れた。溶液が混合され、２６℃で４５分間維持され、この時、吸光度が７３４ｎｍにおい
て測定された。酸化防止剤活性は、非希釈サンプル１ｍＬあたりの没食子酸当量μｇで表
示された。没食子酸標準は、０～２５μｇ／ｍＬの範囲内で調製された。
【０１５２】
　ＲＰ－ＨＰＬＣプロファイル：廃糖蜜抽出物の定性フィンガープリントが、システム制
御器（モデルＳＣＬ－１０ＡＶＰ）、複式ポンプ（モデルＬＣ１０－ＡＤ）、光ダイオー
ドアレー（ＰＤＡ）検出器（モデルＳＰＤ－Ｍ１０ＡＶＰ）、およびデータ収集および分
析のためのＣｌａｓｓ　Ｖｐバージョン６．１４ソフトウエアを備えたシマズシステムで
得られた。サンプル（１０μＬ）が、３０℃において３０×４．６ｍｍ　Ｌｕｎａ　３μ
ｍ　Ｃ１８（２）カラム（Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ）で溶出された。流量は１．５ｍＬ／分
であった。移動相は、次のとおりであった：相Ａ、水中０．１％（ｖ／ｖ）トリフルオロ
酢酸（ＴＦＡ）、および相Ｂ、０．０８５％ＴＦＡ中６０％アセトニトリル。勾配プロフ
ァイルは、１２分間５～３５％Ｂ、１分間３５～１００％Ｂ、および３分間１００％Ｂ、
０．３分間１００～５％Ｂ、および４．７分間５％Ｂ再平衡であった。溶出ピークは、４
ｎｍ波長段階で２００～４００ｎｍの吸光度スペクトル、および２１４、２５４、２８０
、３４０、および４００ｎｍで個々のチャネルを測定するＰＤＡ検出器によって検出され
、２１４ｎｍクロマトグラムは、定期的に報告された。ゲル濾過サンプルは、５つの凍結
乾燥プールから調製され、等濃度の総フェノール類を含有していた（１ｍＬあたり１ｍｇ
カテキン当量）。ゲル濾過のために用いられた廃糖蜜のサンプルは、２ｍｇＣＥ／ｍＬを
含有していた。
【０１５３】
　糖分析：単糖類および二糖類が、システム制御器（モデルＳＣＬ－１０ＡＶＰ）、ポン
プ（モデルＬＣ－１０ＡＤＶＰ）、屈折率検出器（モデルＲＩＤ－１０Ａ）、およびＣｌ
ａｓｓ　Ｖｐ６．１２ソフトウエアが取り付けられたシマズシステムを用いて、逆相ＨＰ
ＬＣによって分析された。サンプル（１０μＬ）が、４０℃で操作されている５－μｍ　
ＬＣ－ＮＨ２　Ｓｕｐｅｌｃｏｓｉｌカラム（２５０ｍｍ×４．６ｍｍ　Ｐｈｅｎｏｍｅ
ｎｅｘ）中に注入された。移動相は、８５％アセトニトリルであり、流量は１ｍＬ／分で
あった。サンプルは、２０分間定組成的に溶出され、二重に分析された。グルコース、フ
ルクトース、およびスクロースについての標準曲線が、同じ重量分析濃度の各々の糖を含
有する４つの標準液を用いて、０．３～１．２ｍｇ／ｍＬの範囲内で調製された。三重の
注入が、各標準液に対して行なわれた。
【０１５４】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥ：ＳＤＳ－ＰＡＧＥによる電気泳動法が、ミニ－Ｐｒｏｔｅａｎ　Ｉ
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実施された。ゲル濾過からの凍結乾燥サンプルが、水中に溶解され（２００ｍｇ／ｍＬ）
、３０ｕＬが、等容積の負荷緩衝液中に消化された。１５ｕＬの容積（１．５ｍｇの固体
）がゲル上へ負荷された。電気泳動法は、ブロモフェノールブルー染料の先端（ｄｙｅ　
ｆｒｏｎｔ）がゲルの底部に達した時に停止された。ゲルは、０．２５％クーマシーブル
ーで染色され、デスクトップスキャナー（Ｓｃａｎｊｅｔ　５４００Ｃ、Ｈｅｗｌｅｔｔ
　Ｐａｃｋａｒｄ）で走査された。
【０１５５】
［結果］
　Ｂｉｏ－Ｇｅｌ　Ｐ－２の較正：Ｂｉｏ－Ｇｅｌ　Ｐ－２カラム上で分子量を決定する
ための較正曲線が調製された。
【０１５６】
［ゲル濾過プロファイル］
　廃糖蜜（実験３）からの色彩（Ａ４２０）、酸化防止剤、および総フェノール類につい
てのゲル濾過プロファイル（実験３）が、図６および７に示されている。Ａ４２０色彩プ
ロファイルは、このカラムの空隙容積の近くで１つのピーク、およびフラクション６２（
ＭＷ　８３２　Ｄａ）において鋭いピークを示した。吸光度はついで徐々にベースライン
まで減少した。酸化防止剤および総フェノール類のプロファイルは、互いに密接に合致し
ていた。最初の２つの酸化防止剤／フェノールピークは、Ａ４２０ピークと共溶出した。
しかしながら、フラクション８０（ＭＷ　３５２）における幅広い酸化防止剤／フェノー
ルピークは、色彩ピークと対応しなかった。フラクション６９～１００を含んでいるこの
ピークは、１３５～５９９Ｄａの分子量範囲を有し、低色彩フラボノイドとポリフェノー
ル酸との混合物でありうる。
【０１５７】
　スクロースおよび単糖類（グルコース＋フルクトース）のプロファイルが、それぞれ図
８および図９に示されている。このカラムは、スクロースおよび単糖類を部分的に分解す
ることができた。スクロースは、酸化防止剤ピークの先導縁部で溶出され（プレフラクシ
ョン８０）、単糖類は、尾縁部で溶出された（ポストフラクション８０）。したがって低
色彩酸化防止剤ピークは、廃糖蜜のすべての単糖を含有する。
【０１５８】
　低色彩酸化防止剤生成物が必要とされる膜濾過用途のために、６００Ｄａを下回る分子
量領域を標的することが必要であろう。酸化防止剤のこれらの糖からの分離は、イオン排
除クロマトグラフィによって可能になるであろう。
【０１５９】
［バルクゲル濾過プール］
　６つのゲル濾過実験の各々のための５つのプールが解凍され、凍結乾燥前に組み合わさ
れた。図１０は、凍結乾燥前の組み合わされたプール（プール１～５）の色彩を示してい
る。プール１および２はどちらも非常に濃かった。すなわちプール１はわずかに濁ってお
り、プール２は半透明であった。プール３～５は、薄茶色から浅黄色までの漸減色彩を示
した。
【０１６０】
　ｔａｂｌｅ９は、凍結乾燥前の組み合わされたプールの組成および各プールについての
平均分子量範囲を示している。質量計算から、低色彩酸化防止剤／フェノールピーク（図
６および７）は、それぞれ４９％の酸化防止剤活性および５０％のフェノール類を含有し
ていた。空隙容積において溶出する暗い色彩のピーク（プール１）は、１４％の酸化防止
剤活性を含有し、暗い色彩の鋭いピーク（プール２）は、２８％を含有していた。カラム
からの酸化防止剤活性の回復は７０％であった。
【０１６１】
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【表１３】

 
【０１６２】
　ｔａｂｌｅ１０は、凍結乾燥後の組み合わされたプールの組成を示している。物理的特
性に関して、プール１は、フワフワした生成物であり、硬くてバリバリしたテクスチャを
有するプール２とはかなり異なっていた。プール３および４は、バリバリして吸湿性があ
り、それぞれ７１％および６４％糖を含有した。プール５は、暗くて粘り気があり、乾燥
トレーから除去するのが難しく、結果としてかなりの生成物の損失を生じた。固体をベー
スとして（ｍｇＧＡＥ／ｇの固体）、プール２（２６％）およびプール５（３４％）の凍
結乾燥の時、酸化防止剤活性のかなりな損失があった。
【０１６３】
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【表１４】

 
【０１６４】
　ＲＰ－ＨＰＬＣプロファイル：　凍結乾燥ゲル濾過プールの逆相ＨＰＬＣプロファイル
（プロファイルｂ～ｆ）が調べられた。すべてのプロファイル間に顕著な差があり、これ
らは、プールを特徴決定するために用いることができるであろう。プール１は、唯一の小
さいピークを有するだけの漸次上昇プロファイルを示した。おそらくはこのサンプルは、
ＨＰＬＣカラムによって個々のピークへ分解することができないであろう不均質ポリマー
材料を含有する。プール２は、分子量範囲６３６～１３７７Ｄａを表し、暗褐色材料の鋭
いピークを含む。このプールは、１分未満で溶出する最も親水性の材料、および勾配上の
いくつかの十分に分解されたピークを示した。プール３および４は、低色彩酸化防止剤ピ
ークを表し、これらのおのおののプロファイル間にかなりな差を示した。プール５は、低
分子量フェノール酸、およびカラムに弱く結合されており、かつこれらの分子量にしたが
って溶出されなかった、より高い分子量の化合物を代表しうるような一連のピークを示し
た。このプール中の親水性材料の割合は低く、その結果、このプロファイルの疎水性領域
に、より大きいピーク高さを生じた。この廃糖蜜負荷サンプルは、いくつかのピークが、
これらのプールにおいてあるいくつかの分子量範囲まで一致することを可能にし、同様に
、どの廃糖蜜ピークが、ゲルへ弱く結合され、プール５において溶出されるかを示してい
る。すべてのサンプルは、１４．５分の時点で有意なピークを示したが、これは、クロマ
トグラフィと関連せず、この実験の終わりにカラムからのすべての結合材料を除去するた
めのアセトニトリルフラッシュを表す。興味深いことに、廃糖蜜中の比較的疎水性の化合
物を表すこのピークは、これらのプールの分子量とともに減少した。
【０１６５】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥ：　凍結乾燥プールの変性電気泳動法が、これらの抽出物中のタンパ
ク質材料を検出するために用いられた。タンパク質バンドは、これらの抽出物において１
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４ｋＤａより上では明白でなかった。プール１（レーン２）において、薄い染色が、染料
前線の近くで観察されたが、これが染色タンパク質であるか、または不均一な染料前線か
らの残留クーマシーブルーであるかは不確かである。低分子量ポリペプチド（＜１０ｋＤ
ａ）の検出は、トリス－トリシン緩衝液で１６％ゲルを必要とするであろう。
【０１６６】
［結論］
　ゲル濾過プロファイルは、４２０ｎｍで測定された暗い廃糖蜜着色料が、カラムの空隙
容積（＞１８００Ｄａ）において、および８３２Ｄａで溶出されたことを示した。酸化防
止剤活性および総フェノール類は、これら２つの色彩ピークと共溶出した。幅広い酸化防
止剤／フェノールピークは、１３５～５９９ｋＤａ間で溶出されたが、色彩ピークと関連
しなかった。この酸化防止剤ピークは、すべてのスクロースおよび単糖類を含有していた
。これは、４９％の溶出酸化防止剤活性および５０％の総フェノール類を含んでいた。結
果として、廃糖蜜の暗い着色料の除去は、この生成物の酸化防止剤活性をほぼ半減するで
あろう。空隙容積の近くで溶出する暗い色彩のポリマー材料は、１４％の溶出酸化防止剤
活性を含んでいた。
【０１６７】
　凍結乾燥ゲル濾過プールの量は、０．５ｇ～１８ｇで変化し、高い質量が、糖を含有す
るこれら２つのプールについて得られた。酸化防止剤活性の回復は、これらの凍結乾燥プ
ールのうちの３つにおいて９２％超であったが、酸化防止剤活性における有意な損失が、
プール２および５に見られた。
【０１６８】
　凍結乾燥プールのＨＰＬＣフィンガープリントは、これらのサンプルを特徴決定するた
めに用いることができるであろういくつかの明確な差を示した。変性ポリアクリルアミド
ゲル電気泳動法によるタンパク質分析は、すべての凍結乾燥サンプルにおいて１４ｋＤａ
以上で、タンパク質材料の不在を示した。プール１は、染料前線の近くでタンパク質染色
のトレースを示した。これは、加水分解可能なタンニンに関連した結合タンパク質であり
うるであろう。
【０１６９】
　凍結乾燥サンプルは、その後、多糖類およびポリフェノール特徴決定について、および
消化酵素を阻害するこれらの能力について分析されるであろう。
【０１７０】
　この実施例は、廃糖蜜のゲル濾過によって得られた色彩プロファイルが、緩衝液のｐＨ
および／または組成に依存していること、および本発明による着色が少ない高酸化防止剤
抽出物が生成されうることを証明している。ｐＨ７．５において、暗い色彩の大部分は空
隙容積において溶出されたが、一方、ｐＨ５．０において、暗い色彩の第二ピークが、よ
り低い分子量において観察された。ｐＨ５．０緩衝液は、ゲルの透過特性の変化に寄与し
た可能性のある１０％アセトニトリルを含有していた。
【０１７１】
　このようなより低い色彩の高酸化防止剤抽出物は、食品の色彩または官能特性を妨害せ
ずにＧＩを減少させるため、発癌性を減少させるため、または身体組成を変化させるため
の食品への添加剤として有用であろう。さらには、本発明によるより低い色彩の抽出物は
、製薬用途において、特に色彩および苦味が重要な課題である場合に有用である。
【実施例７】
【０１７２】
　１６個のフェノール化合物の濃度が、本発明の第一態様による廃糖蜜抽出物の２つのサ
ンプル、および本発明の第一態様による廃糖蜜抽出物が噴霧された糖の１つのサンプルの
酸性および塩基性水性フラクションにおいて決定された。これらのフェノール化合物は、
これらのサンプルからのエチルアセテート抽出によって単離された。
【０１７３】
　３つのサンプルが、評価のために受け取られた。各サンプルの詳細は、下に示されてい
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る。
　サンプル１：廃糖蜜からのＸＡＤ結合フラクション（粉末）
　サンプル２：廃糖蜜からのＭＦ精製フラクション（３０ｋＤａ透過物からの０．５ｋＤ
ａ未透過物、粉末）[ＭＦＰ]
　サンプル３：低ＧＩ糖
【０１７４】
［方法］
　サンプル調製－逆相固相抽出（ＳＰＥ）クリーンアップ：　Ｃ１８ＳＰＥカートリッジ
（４ｍＬ、６００ｍｇ；Ａｌｌｔｅｃｈ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，Ｄｅｅｒｆｉｅｌｄ，
ＩＩＩ．）が、メタノール（３ｍＬ）および蟻酸（０．０５％、６ｍＬ）で調整された。
ＸＡＤ結合フラクション（サンプル１）（１８９．５ｍｇ）が、容量フラスコにおいて水
性蟻酸（０．０５％、１０ｍＬ）中に溶解された。この溶液のアリコート（３ｍＬ）が、
カートリッジ上に負荷され、蟻酸（０．０５％、５ｍＬ）で洗浄され、水性メタノール（
２０％、ついで６０％、および１００％、各々５ｍＬ）で溶出され、結果として三つのフ
ラクションを生じた。大部分の褐色の色彩は、６０％水性メタノールフラクション中で溶
出するのが観察された。
【０１７５】
　溶剤抽出：　各サンプルのアリコート（約２００ｍｇ）が、酸性化されている（ｐＨ１
．６）か、または塩基性化されている（ｐＨ９．６）水（１０ｍＬ）中に溶解された。メ
チル－４－ホルミルベンゾエート（７．４μｇ）が、内部標準（ＩＳＴＤ）として各溶液
へ添加された。混合物は、ついでエチルアセテートで抽出され（２×１０ｍＬ）、溶剤が
真空下で蒸発され（４０℃）、混合物が、ＨＰＬＣおよびＬＣ／ＭＳ分析へ付される前に
水性蟻酸（０．１％、５ｍＬ）中に再構成された。
【０１７６】
　ＨＰＬＣ分析：　ＨＰＬＣは、２つの高圧ＬＣ－１０ＡＤＶＰポンプ、ＳＩＬ－１０Ａ
ＤＶＰオートサンプラー（２５０μＬサンプリングループ）、ＣＴＯ－１－ＡＤＶＰカラ
ムオーブン、およびＳＰＤ－Ｍ１０ＡＤＶＰ光ダイオードアレー検出器を備えたシマズシ
ステム（Ｓｈｉｍａｄｚｕ　Ｉｎｃ．，Ｒｙｄａｌｍｅｒｅ，ＮＳＷ，Ａｕｓｔｒａｌｉ
ａ）を用いて実施された。ポリフェノールの分離に用いられたカラムは、Ｌｕｎａ　Ｃ１

８（内径４．６ｍｍ×長さ２５０ｍｍ、粒子サイズ５μｍ、Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ，Ｌａ
ｎｅ　Ｃｏｖｅ，ＮＳＷ，Ａｕｓｔｒａｌｉａ）であった。分離のために用いられた移動
相は、１ｍＬ分－１の流量下、水中２％ＴＦＡ（Ａ）およびアセトニトリル：水（１：１
）中０．５％ＴＦＡ（Ｂ）であった。検体は、次の線形勾配を用いて溶出された。すなわ
ち、２０分にわたる２０～５０％Ｂ、１０分にわたる５０～１００％Ｂは、さらに１０分
間１００％Ｂに留まった。検出は、２８０、３２０、および３７０ｎｍで実施された。検
体は、これらの溶出時間（およびＬＣ／ＭＳ分析からの特徴的ｍ／ｚ断片、ｔａｂｌｅ２
）と、基準試料（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｃａｓｔｌｅ－Ｈｉｌｌ，ＮＳＷ，Ａｕ
ｓｔｒａｌｉａ）のものとの比較によって同定された。
【０１７７】
　ＬＣ－ＭＳ分析：　ＬＣ－ＭＳ分析は、第四溶剤送達系およびオートサンプラーを備え
たＱｕａｎｔｕｍ　ＴＳＱ質量分析計（ＴｈｅｒｍｏＦｉｎｎｉｎｇａｎ，ＮＳＷ，Ａｕ
ｓｔｒａｌｉａ）で実施された。調査された各抽出物のアリコート（１０μＬ）が、オー
ブンで３０℃へ加熱されたＵｌｔｒａｃａｒｂ（商標）分析カラム（２．１×１５０ｍｍ
、５μｍ粒子サイズ）、（Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ，ＮＳＷ，Ａｕｓｔｒａｌｉａ）でクロ
マトグラフされた。移動相は、３００μｌ／分の率で、水中０．５％蟻酸（Ａ）およびア
セトニトリル／水（１：１）中０．５％蟻酸（Ｂ）からなっていた。線形勾配が用いられ
た（１９分にわたって２０％Ｂ～１００％Ｂ）。クロロゲン酸の溶液を用いた最適化後に
設定された条件下、負モードで電気スプレー源を用いて、イオンが発生された。
【０１７８】
［結果］
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　下に説明されているように、ＸＡＤサンプルは、ＭＦＰおよび低ＧＩ糖サンプルよりも
有意に高いレベルの１６の選択されたフェノール化合物を含有することが発見された。ト
リシン－およびジオメチン－グリコシドを含むいくつかの追加成分が、ＬＣ－ＭＳ／ＭＳ
実験によりＸＡＤサンプル中で暫定的に同定された。
【０１７９】
　抽出研究方法：　ポリフェノールフラクションのＳＰＥ－ベースの抽出が、最初に実施
された。以前の発見事項から予想されるように、６０％メタノールフラクションは、他の
２つのメタノールフラクションよりも多くのポリフェノール化合物を含有していた（２８
０、３２０、および３７０ｎｍにおけるＵＶ吸収を基準として）。しかしながら、ＳＰＥ
抽出からのＵＶトレースは、低信号対ノイズ比を示した。
【０１８０】
　エチルアセテート抽出に基づく代替研究方法が、次いで用いられた。結果として生じた
ＨＰＬＣトレース（図１２）は、ＳＰＥクリーンアップからのトレースよりも有意により
豊富に、およびより良好な分解で、より多数のピークを示した。このようにしてエチルア
セテート抽出物のみが、この調査の残りのために用いられた。エチルアセテート抽出は、
できるだけ多くの化合物がこれらのサンプルから確実に抽出されるように、これらのサン
プルの酸性化および塩基性化の両方の水溶液に対して実施された。
【０１８１】
　選択されたポリフェノールの定量化：当初、選択された化合物の濃度が、メチル－４－
ホルミルベンゾエートに対してこれら３つのサンプルの酸性および塩基性の両方の抽出物
において定量的に決定された。しかしながらこの化合物は、強いマトリックス関連バイア
スを示し、したがってその使用から得られた結果は疑わしかった。このようなバイアスを
排除するために、ｐ－クマル酸の外部較正曲線が確立され、定量的結果を得るために用い
られた。各化合物は、３つの波長（２８０、３２０、または３７０ｎｍ）のうちの１つに
おけるその最大ＵＶ吸光度を基準にして定量化された。個々の化合物についての応答要因
は決定されず、したがって（ｐ－クマル酸を除いて）すべての化合物の結果は、事実上半
定量的である。選択された化合物について得られた結果は、図１３に示されている。この
図面において、
　・ａサンプルは、供給された形態で重さが測られた。抽出前にそれ以上の処理は適用さ
れなかった。
　・ｂ分析は、強化されたサンプルサイズで実施された（ＭＦＰについて～約８００ｍｇ
、糖について約１６０４ｍｇ）
　・ｃトレース＝０．１ｍｇ／Ｋｇ未満。
【０１８２】
　図に示されているように、ＸＡＤサンプルは、３つのサンプルすべてのうちで、これら
のフェノール類に圧倒的に最も富んでいた。同様に、酸性ＸＡＤおよびＭＦＰフラクショ
ンは、対応塩基性フラクションと比較して、より多量のポリフェノール化合物を含有して
いた。このことは、フェノール酸、例えばクマル酸、フェルラ酸、およびシリング酸が、
サトウキビ生成物の主要なフェノール成分であると以前に報告されていることを考慮する
と、予想することができた。この糖サンプルは、ＸＡＤおよびＭＦＰサンプルと比較して
、最も低量のポリフェノール化合物を含有していた。しかしながら、糖ポリフェノール類
の多くは、ＸＡＤおよびＭＦＰサンプルと比較して、このサンプル中の（重量単位あたり
）比較的高い糖含量によって、ＨＰＬＣ方法の検出限界以下である可能性があった。この
問題を克服するために、増加されたサンプルサイズでの分析が、低ＧＩ糖中の追加化合物
を検出するために実施された（酸性フラクションのみ）。強化されたサンプルサイズ分析
はまた、検出される化合物の数を増加させるために、ＭＦＰサンプルについても実施され
た（酸性フラクションのみ）。
【０１８３】
　いくつかのサンプル中の選択された化合物の存在／不存在（時間的制約による）は、Ｌ
Ｃ－ＭＳ調査（例えば親－生成物反応、選択された反応の監視、および生成物特異的反応
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び各検体について生成された情報を要約している。この図面において、トリシンのａ同定
は、基準対照化合物を得ることができず、したがって暫定的であるので、ＭＳ断片化にの
み基づいていた。
【０１８４】
　図１３において「検出されず」として示されているいくつかの化合物は、様々なＬＣ－
ＭＳ実験の間、いくつかのサンプル中に検出された（例えば、ＸＡＤ－塩基性およびＭＦ
Ｐ－塩基性中のアピゲニン、ＭＦＰ－酸性およびＭＦＰ－塩基性中の（－）－カテキンガ
レート、ＭＦＰ－酸性およびＭＦＰ－塩基性中のルテオリン）。このことはおそらく、Ｈ
ＰＬＣ手法によって採用されたＵＶ検出と比較して、選択された－反応－監視（ＳＲＭ）
モードにおいて実施されているＬＣ－ＭＳ系の比較的良好な感受性によるものである。
【０１８５】
　一連のＬＣ－ＭＳ／ＭＳ実験が、与えられた時間枠内でできるだけ多くの追加フェノー
ル成分を同定する試みにおいて、ＸＡＤ－酸サンプルに対して実施された。主に標的され
た化合物は、サトウキビ抽出物中に以前に発見されたフラボングリコシド、ジオスメチン
（抽出物中に既に検出されたジオスミンの遊離アグリコン）、および抽出物中に存在する
ことが既に確認されているアグリコンを含有するグリコシド（アピゲニン、トリシン、ル
テオリン、ケルセチン）を含んでいた。これらの結果は、下のｔａｂｌｅ１１に要約され
ている。暫定的に同定された成分のいくつかは、下の構造によって図解されているような
置換基の種類においてのみ異なる同様な構造を有する。
【０１８６】

【化１】

【０１８７】
【化２】

【０１８８】



(41) JP 2010-503417 A 2010.2.4

10

20

30

【化３】

【０１８９】

【化４】

【０１９０】
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【表１５】

 
【０１９１】
　ＳＲＭおよび生成物－特異的実験は、ＸＡＤ－酸抽出物中の（ｔａｂｌｅ２０に示され
ているものの）追加的トリシン－含有化合物の存在を強調した（図１５）。しかしながら
ジオスメチン－含有化合物は、少なくともＸＡＤ－酸抽出物において支配基であるように
見えるが、それは、これらのうちのいくつかが、生成物－特異的（ｍ／ｚ２９９）分析の
間に検出されたからである（図１６）。
【０１９２】
［結論］
　サトウキビからのＸＡＤおよびＭＦ粉末のＨＰＬＣおよびＬＣＭＳ分析は、どちらも他
の植物源中に見られたものと、レベルおよび混合においてまったく異なる、独特の範囲の
ポリフェノールおよびフラボノイドを含有することを示した。これらはまた、他の方法に
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よって得られた抽出物中に見られるものとも異なっていた。
【０１９３】
　予想されているように、ＸＡＤ粉末は、ＭＦ粉末と比べて、より高い濃度のポリフェノ
ールを有していた。分析された低ＧＩ糖中に見られるポリフェノールの一般的なパターン
もまた、ＸＡＤおよびＭＦ粉末中に見られるものと同様であった。これは、向上した酸化
防止剤活性および好ましい無機物バランスを有する新しい機能性成分を送達するために、
精製糖または粗糖結晶を含浸／コーティングするための富化スプレー源としての高ブリッ
クスシロップの形態におけるＭＦ粉末の使用を強化した。
【０１９４】
　これらの抽出物はまた、食品のＧＩに影響を与えること、および身体組成を修正するこ
とを包含する、臨床的利点を有する生成物を生成するためにも用いることができる。この
ようなシロップまたは粉末は、同様な機能的結果をもたらすために、他の食品源、例えば
繊維および小麦粉を富化するためにも用いることができるであろう。
【実施例８】
【０１９５】
　粗糖を低ＧＩ糖生成物へ転換するために、粗糖上に噴霧するのに適したスプレー溶液が
、実施例１の３０ｋＤａ膜透過物（Ｐ１）からのシロップから生成された。
【０１９６】
　透過物（Ｐ１）は、１５～２５のブリックス値を有する、約４．５ｇ／Ｌポリフェノー
ル、３０ｇ／Ｌフルクトース、３０ｇ／Ｌグルコース、および１１０ｇ／Ｌスクロースを
含んでいた。
【０１９７】
　この透過物の貯蔵安定性は、６０～７０ブリックスへの蒸発、および濃度における約４
倍増加によって改良された。組成はこのようにして、約１８ｇ／Ｌポリフェノール、１２
０ｇ／Ｌフルクトース、１２０ｇ／Ｌグルコース、および４４０ｇ／Ｌスクロースであっ
た。
【０１９８】
　この濃縮シロップが、ベース糖上へ噴霧された。このベース糖は、（ｉ）結晶質白糖お
よび（ｉｉ）遠心段階における一次ミルまたは精製所からの製造過程の粗糖からなってい
た。スプレー溶液の量は、ベース糖１ｋｇあたりの当初ポリフェノール／植物化学物質含
量に応じて様々であった。典型的には１～１２ｍＬの濃縮スプレーシロップが、各々ベー
ス糖１ｇへ添加された。すなわち、サトウキビの種類に応じた正確な量が加工処理される
。サトウキビの糖のいくつかの種類について、十分な植物化学物質濃度は、（残留する還
元糖の量および植物化学物質濃度に応じて）スプレーシロップの最小添加で得ることがで
きるであろう。遠心処理後、糖は回転円筒糖乾燥機で乾燥され、排出に、適切なポリフェ
ノール濃度が確実に得られるように、品質保証／品質制御テストのために、オンラインま
たはオフラインのどちらかでサンプルが取られた。
【０１９９】
　機能性食品成分としての使用のための生物活性富化生成物を生成するため、サトウキビ
の白糖、ビート糖、および他の担体、例えば繊維（例えばバガス）、および様々な穀物源
からの小麦粉を含浸またはコーティングするために、同様な噴霧手順を用いることができ
る。
【実施例９】
【０２００】
　種々の加工処理ストリームが、本発明の限外濾過方法にしたがって調製された抽出物と
比較して、ミルにおける粗糖の生産の間、および廃糖蜜の場合に分析された。
【０２０１】
　サンプル：　サンプルが、次の加工処理ストリームから収集された。すなわち、第一抽
出ジュース（ＦＥＪ）、緩衝液タンク（ＢＴ）、ミルマッド濾過物（ＭＭＦ）、ミルマッ
ド（ＭＭ）、蒸発器供給ジュース（ＥＳＪ）、シロップ（ＳＹＲ）、廃糖蜜（ＭＯＬ）、
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および粗糖（ＲＳ）である。これらのサンプルは凍結保存され、テスト施設へ輸送された
。
【０２０２】
　沈降物除去：　液体サンプル（ジュースおよびミルマッド濾過物）が、５０００ｒｐｍ
で１０分間、５℃で遠心分離され、上澄み液が、ワットマンＮｏ．１濾紙を通して真空濾
過された。シロップ、廃糖蜜、および粗糖が、沈降物除去前にそれぞれ１０％、１０％、
および４０％に希釈された。無機物分析用サンプルは、沈降物除去のために処理されなか
った。
【０２０３】
　ミルマッド抽出物：　ミルマッド抽出物が、２０ｇのミルマッドを１分間、４５ｍＬの
高温（６０℃）脱イオン水中で均質化し、５０００ｒｐｍで５分間遠心分離し、上澄液を
デカントすることによって調製された。ペレットが、４５ｍＬの高温脱イオン水中に再抽
出され、上澄み液が再び収集された。組み合わされた抽出物は、脱イオン水で１００ｍＬ
まで補われ、ワットマンＮｏ．１濾紙を通して真空濾過された。
【０２０４】
　分析：　次の分析方法が用いられた：
【０２０５】
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【表１６】
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【０２０６】
［抽出物］
　これらの廃糖蜜は、本発明の方法による次の工程段階を用いて数回抽出された：
　（ａ）結果として生じる溶液の粘度が、約５０℃の温度において５０～１００センチポ
アズ、および３０～５０ブリックスになるまで、これらの廃糖蜜を加熱および水で希釈す
る工程、
　（ｂ）連続脱スラッジ遠心分離機を用いて希釈剤を遠心分離し、上澄み液が、４バール
の圧力、約３０～１００Ｌ／時の流量を用い、３５～５０℃の温度で、（０．１～０．５
ミクロンの）セラミックまたはステンレス鋼膜を通して直接加工処理される工程、
　（ｃ）工程（ｂ）の溶液を７５℃に加熱し、ついで不溶性カルシウムおよびマグネシウ
ム塩の沈殿物が形成するまで、約２０分間これをその温度範囲内に維持する工程、
　（ｄ）この混合物を、４バールの圧力、３０～１００Ｌ／時の流量を用い、５０℃の温
度で、（０．１～０．５ミクロンの）セラミックまたはステンレス鋼膜を通すことによっ
て、この沈殿物および大きい微粒子物質を、工程（ｃ）で生成された溶液から分離し、未
透過物が捨てられ、透過物が収集される工程、および
　（ｅ）工程（ｄ）から収集された透過物を、渦巻き型限外濾過膜の組み合わせを通すこ
とによって処理する工程。
【０２０７】
　限外濾過膜は、このプロセスが実施されるたびに交換された。これらの限外濾過膜は、
１０００～５０，０００ダルトンの範囲内のサイズ排除を有していた。このようにして単
離された抽出物は、図２５に示された組成を有していた。この図面において、Ｐｅｒｍ＝
透過物、Ｒｅｔ＝未透過物であり、このデータは、透過物および未透過物中の各廃糖蜜成
分のパーセンテージを示している。
【０２０８】
［結果］
　図１７～図２４によって示されているように、異なる加工処理ストリームの組成は、幅
広く様々である。さらには、これらの供給原料ストリームの組成は、サトウキビのバッチ
毎に変わる。
【０２０９】
　これらの図面において、次の省略形が用いられている：
　・ＢＴ＝緩衝液タンク
　・ＭＭＦ＝ミルマッド濾過物
　・ＭＭ＝ミルマッド
　・ＭＭＥ＝ミルマッド抽出物（温水抽出物、２０ｇ／１００ｍＬ総抽出物）
　・ＥＳＪ＝蒸発器供給ジュース
　・ＳＹＲ＝シロップ
　・ＭＯＬ＝廃糖蜜
　・ＲＳ＝粗糖
　・ＦＥＪ＝第一抽出ジュース（図１７において、サンプルは、バッチ３から取られる。
ＦＥＪサンプルは、バッチ１またはバッチ２には供給されなかった。）
【０２１０】
［結論］
　これらの知見は、一次ミルサトウキビ加工処理ストリーム中の生物活性植物化学物質の
分配を明らかに実証している。このような分配は、あるいくつかのストリームが、これら
の植物化学物質の異なる商業的活用に適するであろうことを示している。
【０２１１】
　清澄化ジュース、シロップ、廃糖蜜、およびミルマッド抽出物はすべて、生物活性物質
、例えばポリフェノール／酸化防止剤、有機酸、および無機物の回収のための供給原料と
して可能性のある源である。廃糖蜜が好ましい源である。ミルマッドおよびバガスも、異
なる組成が望まれる植物化学物質の有用源であり、特により高い濃度のポリコサノールお
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【０２１２】
　これらの廃糖蜜から調製された５つの限外濾過抽出物は、各々、ＸＡＤを用いたさらな
る加工処理のための供給原料として用いられた。供給原料としてのこれらの抽出物の使用
は、これらがＸＡＤ樹脂を汚染する機会を最小限にし、このようにしてこれらの樹脂の効
率および使用可能な寿命を向上させるであろうという明らかな利点を提供する。
【実施例１０】
【０２１３】
　３つの別個の抽出プロセスが、本発明の第二態様による方法への使用に適した出発原料
を調製するために、次のように実施された：
　１．　繊維化されたサトウキビの先端部を、真空オーブンで１グループについて４０℃
で乾燥した。乾燥された材料は、約４時間ソックスレー抽出器を用いてｎ－ヘプタンで抽
出された。この時間の間に、少なくとも１０サイクルが完了された。抽出物は、無水硫酸
ナトリウム上で乾燥され、乾燥に至るまで蒸発されると、サトウキビの先端部の乾燥重量
を基準にして１．２％収率で油性／蝋質材料を生じた。
　２．　バガスが同様に処理された。乾燥された材料は、バガスの乾燥重量を基準にして
０．６５％収率で油性／蝋質材料を生じた。
　３．　ミルマッドが同様に処理された。乾燥された材料は、ミルマッドの乾燥重量を基
準にして６．５３％収率で油性／蝋質材料を生じた。
【０２１４】
　これら３つの抽出物はついで、実施例９のプロセスに付され、本発明による３つの抽出
物を生じた。これらの抽出物は、ポリフェノール含量は高かったが、糖含量は低く、糖が
必要とされない用途には有用であろう。
【０２１５】
　この実施例はまた、本発明の一部として記載された抽出物の生成において、一連の供給
原料を利用することができることも証明している。
【実施例１１】
【０２１６】
　本発明の第二態様による方法が、ビオダンダから本発明による抽出物を生成するために
用いられた。
【０２１７】
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【表１７】

 
【０２１８】
［結論］
　この実施例において生成された抽出物は、ポリフェノール含量は高かったが、糖含量は
低く、糖が必要とされない用途には有用であろう。この実施例はまた、ビオダンダが、本
発明による抽出物を生成するのに有用な供給原料であることも証明している。
【実施例１２】
【０２１９】
　この実施例は、一次ミルからの廃糖蜜が、精製所とは異なる組成を有することを証明し
ている。
【０２２０】
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【表１８】

 
【０２２１】
　この実施例は、廃糖蜜源が様々であってもよいこと、およびこの要因は、本発明による
抽出物の生成において考察される必要があることを実証している。
【実施例１３】
【０２２２】
　この実施例において、ミルマッドの組成が、本発明による抽出物を調製するための供給
原料としてのその可能性を証明するために分析された。結果は図２６に示されている。
【０２２３】
　この実施例において生成された水性抽出物は、ポリフェノール含量は高かったが、糖含
量は低く、ミルマッドは、糖が必要とされない用途のための抽出物を生成するのに有用で
あろうことを証明した。
【実施例１４】
【０２２４】
　次の表は、本発明による抽出物と比較した、国際特許出願ＷＯ２００５／１１７６０８
号パンフレットに開示されている方法を用いて得られた抽出物の差を示している。
【０２２５】
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【表１９】

 
【０２２６】
　廃糖蜜供給原料は、加工処理されているサトウキビの変動性、および用いられる加工処
理条件（特に混合ジュースを清澄化するための石灰処理および凝集工程において）の結果
として、特に無機物組成において有意に様々であることに留意することが重要である。
【０２２７】
　上記表は、本発明による方法が、国際特許出願第ＷＯ２００５／１１７６０８号明細書
に開示されている抽出物のものとは非常に異なる組成を有する抽出物を生成することを示
している。この差は、単に用いられる廃糖蜜供給原料の差ではない。本発明による抽出物
は、はるかに低いポリフェノール含量および他の植物化学物質のはるかに高い含量を有し
、このことは、これをサトウキビの天然組成により近付ける。
【実施例１５】
【０２２８】
　この実施例は、実施例１１におけるビオダンダから得られた抽出物を、実施例６からの
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プール１～６と比較する。
【０２２９】
【表２０】

 
【０２３０】
　この明細書および特許請求の範囲において用いられている「含んでいる（ｃｏｍｐｒｉ
ｓｉｎｇ）」という単語、および「含んでいる」という単語の形態は、特許請求されてい
る本発明を、いずれの変形例または追加例も排除するよう制限しているわけではない。
【０２３１】
　本発明への修正例および改良例は、当業者には容易に明らかになるであろう。このよう
な修正例および改良例は、この発明の範囲内にあるものとする。
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【国際調査報告】
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